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試
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成
立
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古

藤

真

平

【
要
約
】
　
大
学
寮
文
章
科
の
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
の
出
身
者
の
平
安
初
期
政
界
・
文
学
界
で
の
活
躍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
桃
裕
行
氏
以
後
十
分

な
進
展
を
見
て
い
な
い
。
第
一
章
で
は
、
神
亀
五
年
置
七
二
八
）
勅
と
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
太
政
官
奏
を
復
原
的
に
検
討
し
、
前
者
が
大
学
寮
四
温
（
文
章

・
明
経
・
明
法
・
箕
）
の
成
立
と
豊
肥
合
格
を
条
件
と
し
た
学
生
資
格
の
雑
任
・
白
丁
へ
の
門
戸
解
放
、
後
者
が
四
科
得
業
生
制
度
の
創
設
を
定
め
る
法

令
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
文
章
科
が
秀
才
・
進
士
黒
影
験
者
を
養
成
す
る
た
め
の
学
科
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
章
で
は
、
秀
才
試
と

し
て
行
わ
れ
る
文
章
得
業
生
試
、
式
部
省
が
文
章
生
を
選
抜
す
る
擬
文
章
生
試
、
及
び
他
の
三
科
の
得
業
生
試
が
、
い
ず
れ
も
天
長
四
年
（
八
二
七
）
に
成

立
し
、
貞
観
式
で
式
文
化
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
文
章
得
業
生
試
の
成
立
は
文
章
博
士
の
地
位
向
上
を
も
た
ら
す
動
き
の
一
環
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
弘
仁
・
天
長
年
間
（
八
一
〇
一
八
三
四
）
に
は
既
に
顕
著
に
な
っ
て
い
た
文
章
科
出
身
者
の
政
界
で
の
活
躍
に
新
し
い
様
相
を
加
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
四
巻
二
号
　
一
九
九
［
年
三
月

序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
平
安
初
期
九
世
紀
政
界
の
一
様
相
と
し
て
大
学
寮
文
章
科
出
身
老
の
活
躍
を
挙
げ
う
る
こ
と
は
、
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

政
界
を
領
導
す
る
よ
う
な
文
人
勢
力
の
形
成
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
が
、
王
権
と
貴
族
社
会
に
彼
等
を
求
め
る
時
代
的
要
請
の
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
凌
雲
集
』
・
『
文
華
秀
麗
集
』
・
『
経
国
集
』
の
三
勅
撰
漢
詩
文
集
に
結
実
す
る
平
安
初
期
漢
文
学
の
担
い

手
と
し
て
彼
等
の
果
た
し
た
役
割
は
、
文
化
史
上
に
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
『
凌
雲
集
』
序
は
単
文
帝
『
思
置
』
論
文
の

　
　
文
章
老
経
国
之
大
業
、
不
朽
之
盛
事
。



　
　
　
　
　
　
　
③

を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
彼
等
の
認
識
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
と
こ
ろ
が
文
章
科
の
制
度
自
体
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
桃
裕
行
氏
の
『
上
代
学
制
の
研
究
』
以
後
十
分
に
深
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
確
か
に
馬
鎧
の
達
成
は
今
日
に
お
い
て
も
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
誤
謬
や
論
旨
の
不
徹
底
な
点
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
し
続
け
て
い
く
弊
は
除
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
は
、
文
章
得
業
生
試
の
成
立
を
中
心
に
文
章
科
の
制
度
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
初
期
に
文
人
官
吏
が
活
躍
す
る
背
景
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

文章得業生試の成立（古藤）

①
　
同
時
代
用
語
と
し
て
は
文
章
博
（
学
）
士
・
文
章
得
業
生
・
文
章
生
が
あ
る
の

　
み
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
か
ら
な
る
大
学
寮
の
一
学
科
の
謂
と
し
て
文
章
科
を

　
便
宜
的
に
使
用
す
る
。
明
経
・
明
法
・
算
の
三
科
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
、
課
試

　
に
は
「
試
」
を
付
し
て
区
別
す
る
。

②
彌
永
貞
三
氏
「
菅
原
道
真
の
前
半
生
一
と
く
に
讃
岐
守
時
代
を
中
心
に
一
」

　
（
『
日
本
人
物
史
大
系
』
【
、
朝
倉
書
店
、
一
九
六
一
年
）
・
「
仁
和
二
年
の
内
宴
」

　
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
洋
裁
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
六
二
年
。
後
に
『
日
本
古
代
の
政
治
と
史
料
』
、
高
科
啓
店
、
一
九
八
八
年
に

　
再
収
）
、
野
村
忠
夫
幾
「
桓
武
朝
後
半
期
の
一
・
二
の
問
題
－
延
暦
十
四
年
十
月
八

　
日
格
を
中
心
に
一
」
（
『
古
代
学
』
一
〇
1
二
～
四
、
一
九
六
二
年
。
後
に
『
律
令

　
官
人
綱
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
に
再
収
）
、
玉
井
平
氏
「
承
和
の

　
変
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
瞼
二
八
六
、
一
九
六
四
年
目
、
林
陸
朗
氏
「
大
江

　
音
人
と
菅
原
是
善
一
貞
観
期
の
政
界
と
学
界
1
」
（
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
、

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
、
長
山
泰
孝
氏
「
古
代
貴
族
の
終
焉
」
（
『
続
日
本

　
紀
研
究
』
二
一
四
、
　
一
九
八
一
年
）
、
西
則
良
平
氏
「
平
安
前
期
〈
国
家
史
〉
の

　
粗
描
」
（
『
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
研
究
紀
要
』
三
三
、
一
九
八
九
年
）
。

③
　
小
島
憲
之
氏
『
国
風
陪
黒
時
代
の
文
学
』
中
ω
（
塙
書
房
、
　
㎜
九
七
三
年
）
。

　
な
お
『
凌
雲
集
』
か
ら
の
引
用
は
作
品
番
号
と
も
ど
も
右
掲
書
中
㈲
（
～
九
七
九

　
年
）
「
凌
雲
集
詩
心
」
に
よ
る
。

④
　
目
黒
書
店
、
一
九
四
七
年
。
但
し
一
九
八
三
年
の
吉
川
弘
文
教
の
復
刊
本
に
よ

　
る
。
以
下
桃
氏
著
書
と
略
称
す
る
。
桃
民
以
前
の
研
究
に
植
木
直
一
郎
氏
「
大
宝

　
令
の
大
学
鋼
度
を
論
ず
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
一
三
－
三
～
五
、
　
一
九
〇
七
年
）
、

　
春
山
作
革
氏
「
町
人
興
起
以
前
本
邦
教
化
の
発
展
」
（
一
九
一
九
～
二
〇
年
頃
。

　
『
日
本
教
育
史
論
』
〔
国
土
社
、
一
九
七
九
年
〕
所
収
）
、
高
橋
俊
乗
灰
蝿
日
本
教

　
育
文
化
史
』
（
瞬
文
書
院
、
一
九
三
三
年
）
、
熊
谷
幸
次
郎
氏
「
王
朝
時
代
の
大
学

　
と
私
学
」
上
・
下
（
『
歴
史
地
理
』
六
七
～
三
・
四
、
一
九
三
六
年
）
等
が
あ
る

　
が
、
本
稿
第
二
章
に
関
す
る
学
制
研
究
は
桃
氏
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

　
第
一
章
に
つ
い
て
も
同
氏
の
研
究
で
論
点
は
出
尽
し
て
い
る
。
従
っ
て
本
稿
は
桃

　
氏
著
書
を
出
発
点
と
し
て
論
述
し
て
い
く
。
な
お
諸
氏
の
見
解
の
前
提
に
『
目
本

　
教
育
薄
緑
騒
（
文
部
省
、
一
八
七
七
年
）
、
『
日
本
教
育
史
』
（
佐
藤
誠
実
氏
執
筆
、

　
文
部
省
総
務
局
図
書
課
、
　
一
八
九
〇
年
）
、
『
古
事
類
苑
』
（
神
宮
司
庁
、
一
九
〇

　
一
年
）
の
記
述
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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第
一
章
　
文
章
科
の
発
足
と
得
業
生
制
度

　
本
章
で
は
文
章
得
業
生
試
成
立
の
前
史
と
な
る
文
章
科
の
発
足
と
得
業
生
制
度
の
設
置
に
つ
い
て
、

三
〇
）
太
政
官
奏
の
復
原
を
行
い
つ
つ
再
検
討
を
試
み
る
。

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
勅
と
天
平
二
年
（
七
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第
一
節
　
大
宝
令
制
の
大
学
寮
と
課
試
制
度

　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
③

　
大
宝
令
制
で
は
、
大
学
寮
に
教
官
と
し
て
博
士
一
人
物
正
六
書
下
）
、
助
博
士
（
正
七
位
下
）
・
音
博
士
・
書
博
士
・
算
博
士
（
以
上
従
七
位
置
）

各
二
人
、
学
生
と
し
て
学
生
四
百
人
、
算
生
三
十
人
が
職
員
令
大
学
尊
堂
に
よ
っ
て
置
か
れ
て
い
た
。
一
方
課
試
制
度
に
は
秀
才
・
明
経
・
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
⑥

士
・
明
法
・
算
・
書
の
六
宮
が
あ
り
、
出
願
要
件
、
試
験
方
式
、
合
格
者
の
処
遇
が
学
令
、
選
叙
令
、
考
課
令
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
大
学
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
管
轄
し
課
試
制
度
を
運
営
す
る
の
が
、
「
学
校
」
と
「
策
」
魚
籠
人
こ
を
掌
る
式
部
省
で
あ
っ
た
。
算
試
に
対
応
す
る
算
科
を
除
け
ば
、
大

宝
令
制
の
大
学
寮
が
課
試
制
度
に
直
接
対
応
す
る
学
科
構
成
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

第
二
飾
　
大
学
寮
の
分
科
と
得
業
生
の
設
置

　
大
宝
令
制
大
学
寮
の
未
分
科
状
態
を
解
消
す
る
の
が
神
亀
五
年
勅
で
あ
り
、
各
科
に
得
業
生
を
置
く
の
が
天
平
二
年
太
政
官
奏
の
裁
可
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
両
年
の
学
制
改
革
に
つ
い
て
は
桃
氏
以
来
様
々
な
史
料
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
私
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
納
得
で
き
な
い
点
が
あ
る

の
で
、
以
下
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
神
亀
五
年
勅
と
し
て
は
、
ま
ず
『
類
聚
三
代
格
』
（
以
下
『
三
代
格
』
と
略
称
）
巻
四
に

　
　
勅
囁
　
　
大
学
寮



文章得業生試の成立（古藤）

　
　
　
律
学
博
士
二
人
直
講
三
人
文
章
学
士
一
人
生
廿
人

　
　
以
前
。
一
事
巴
同
二
助
博
士
鴨

　
　
　
　
　
　
　
　
神
亀
五
年
十
月
廿
一
日

　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
、

が
あ
る
。
『
令
集
解
』
官
位
令
正
七
位
条
助
教
の
注
の
そ
れ
は
「
文
章
博
土
」
・
「
一
事
以
上
」
・
「
七
月
」
（
傍
点
筆
者
）
と
し
、
「
生
廿
人
」
を
欠

く
。
取
繕
文
と
し
て
は
、
『
三
代
格
』
巻
五
所
収
の
貞
観
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
付
太
政
官
符
「
応
レ
加
コ
増
算
博
士
位
階
一
事
」
の
一
節
「
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
⑩

神
亀
五
年
初
置
二
律
学
一
為
二
正
七
位
下
宮
ご
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
一
方
天
平
二
年
太
政
官
奏
と
し
て
は
、
『
三
代
格
』
文
は
欠
扶
の
た
め
存
し
な
い
が
、
『
令
集
解
』
職
員
走
査
学
寮
条
の
令
釈
に

　
　
天
平
二
年
三
月
廿
七
寂
念
。
直
講
四
人
。
恥
阻
蚊
。
律
学
博
士
二
人
用
巳
上
白
二
助
教
叩
明
法
生
十
人
。
文
章
生
廿
人
。
簡
⇒
取
赴
任
及
白
丁
聰
慧
鴨
不
レ
須
レ

　
　
限
二
年
多
少
一
也
。
得
業
生
十
人
。
明
経
生
四
人
。
文
章
生
二
人
。
明
法
生
二
人
。
算
生
二
人
。
並
取
二
生
内
人
性
急
聰
慧
芸
業
優
．
長
老
鴨
賜
二
野
人
別
絶
一

　
　
疋
。
布
一
端
。
冬
緬
二
疋
。
綿
四
屯
。
二
二
端
。
食
料
亭
亭
二
升
。
竪
魚
海
藻
雑
魚
各
二
両
。
塩
瀬
夕
閃

と
あ
る
の
が
最
も
詳
し
い
。
引
用
文
と
し
て
は
『
本
朝
文
革
』
巻
二
所
収
の
天
長
四
年
六
月
十
三
日
付
太
政
官
符
「
応
下
補
二
文
章
生
井
得
業
生
一

　
　
　
　
⑫

復
申
旧
例
上
事
」
の

　
　
天
平
二
年
三
月
廿
七
日
格
傅
。
文
章
生
廿
人
。
簡
ゴ
取
雑
任
及
白
丁
聰
恵
叩
不
レ
須
レ
限
二
年
多
少
一
難
。

『
日
本
紀
略
』
承
和
四
年
七
月
丁
丑
（
十
六
日
）
条
の
大
学
寮
の
言
上
の

　
　
去
天
平
二
年
三
月
格
。
文
章
生
廿
人
。
簡
調
取
雑
任
及
白
丁
聰
慧
者
噂

尊
意
文
と
し
て
『
三
代
格
』
巻
五
所
収
の
弘
仁
十
二
年
二
月
十
七
日
半
太
政
官
符
「
定
二
文
章
博
士
官
位
一
事
」
の
一
節
「
右
依
国
命
天
平
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

三
月
差
七
日
格
一
℃
置
二
件
宮
員
一
定
二
正
七
位
下
官
つ
」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
令
集
解
』
の
枠
内
に
収
ま
る
か
ら
、
以
下
そ
れ
を
以
て
天
平
二

年
官
奏
を
代
表
さ
せ
る
。
そ
の
後
半
部
分
「
得
業
生
十
人
。
扁
以
下
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
三
月
辛
亥
（
二
＋
七
臼
）
条
に
次
の

よ
う
な
対
応
記
事
が
あ
る
。
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太
政
官
奏
俗
。
大
学
生
徒
。
既
経
二
歳
月
聞
習
レ
業
庸
浅
。
猶
難
二
博
達
閃
実
是
家
道
困
窮
無
レ
物
日
資
給
つ
錐
レ
有
レ
好
レ
学
。
不
レ
堪
レ
遂
レ
志
。
望
請
。
選
二
性

　
　
識
聰
恵
芸
業
優
長
者
十
人
以
下
五
人
以
上
叩
専
精
二
学
問
噸
以
加
味
善
誘
鴨
伽
賜
二
夏
冬
服
井
食
料
閃
（
申
略
）
詔
並
許
レ
之
。

大
学
の
生
徒
が
経
済
的
な
裏
付
け
の
な
い
た
め
に
好
学
の
志
を
遂
げ
ら
れ
な
い
状
況
を
改
善
す
る
べ
く
、
「
性
識
最
恵
芸
業
優
長
者
十
人
以
下

五
人
以
上
」
を
選
ん
で
衣
食
を
支
給
す
る
こ
と
を
請
う
太
政
官
奏
を
天
皇
が
許
可
し
た
と
い
う
も
の
で
、
「
十
人
以
下
五
人
以
上
」
が
計
数
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
⑮

認
さ
れ
た
結
果
が
『
令
集
解
』
の
「
得
業
生
十
人
。
」
以
下
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
に
見
て
来
た
神
亀
五
年
号
と
天
平
二
年
官
奏
に
つ
い
て
、
桃
疑
は
、
『
三
代
格
』
所
収
の
勅
の
「
生
廿
人
」
は
「
以
前
。
一
事
霊
屋
二
助
博

士
一
り
」
と
合
わ
な
い
か
ら
、
そ
れ
の
な
い
『
令
集
解
』
所
収
の
勅
を
正
し
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
立
論
さ
れ
た
。
神
亀
五
年
に
律
学
・
文
章
に

教
官
を
置
き
学
生
を
し
て
随
意
に
こ
れ
に
つ
い
て
学
ば
せ
て
い
た
が
、
天
平
二
年
に
明
法
生
十
人
・
文
章
生
二
十
人
を
置
い
て
初
め
て
学
科
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
独
立
さ
せ
、
両
科
の
学
生
資
格
を
定
め
、
得
業
生
綱
度
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
桃
氏
著
書
と
な
ら
ん
で
古
代
学
制
研
究
の
必
読
書
と
な
っ
て
い
る
久
木
幸
男
民
『
大
学
寮
と
古
代
儒
教
日
本
古
代
撒
育
史
研
究
』
の
見
解
は
、
神

亀
五
年
に
文
章
・
明
法
面
起
に
教
官
と
学
生
（
但
し
明
法
生
の
定
員
は
明
文
規
定
な
し
）
が
置
か
れ
、
天
平
二
年
に
明
法
の
定
員
と
歯
科
の
入
学
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

格
が
定
め
ら
れ
、
得
業
生
制
度
が
設
け
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
他
に
も
神
亀
五
年
勅
の
「
生
廿
人
」
を
律
学
博
士
・
文
章
博
士
の
下
で
学
ぶ
学
生
の
合
計
人
数
と
解
す
る
高
明
山
南
、
文
章
庸
愚
官
名
が
神

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
⑳

亀
五
年
の
「
文
章
学
士
」
か
ら
天
平
二
年
に
「
文
章
博
士
扁
へ
と
変
更
さ
れ
た
と
す
る
犬
塚
富
士
夫
面
懸
の
見
解
が
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
各
氏
の
説
の
細
か
な
相
違
で
は
な
く
、
天
平
二
年
官
奏
の
「
明
法
生
十
人
。
」
・
「
簡
㍊
流
亡
任
及
白
丁
聰

慧
鴨
不
レ
須
レ
限
二
年
多
少
一
也
。
」
・
「
得
業
生
十
人
。
」
以
下
を
天
平
二
年
の
新
制
度
と
解
す
る
と
い
う
共
通
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
項
の
う
ち

「
得
業
生
十
人
。
偏
以
下
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
『
晦
日
本
紀
』
に
対
応
記
事
が
あ
り
、
天
平
二
年
の
新
角
度
と
み
な
し
て
よ
い
。
し
か

し
前
二
者
も
官
奏
に
の
み
見
え
る
こ
と
を
以
て
、
同
じ
く
天
平
二
年
の
新
制
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
が
同
年
の
新
規
定
だ
と
す
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
「
生
廿
人
」
を
神
亀
五
年
掌
文
と
認
め
る
場
合
、
そ
れ
を
文
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章
生
の
こ
と
と
す
る
な
ら
ぼ
、
文
章
生
と
明
法
生
の
定
員
の
規
定
化
が
二
年
ず
れ
る
こ
と
、
文
章
生
の
資
格
が
二
年
間
無
規
定
だ
っ
た
こ
と
の

二
点
が
説
明
で
き
な
い
。
文
章
博
士
・
律
学
博
士
に
つ
い
て
学
ぶ
学
生
の
総
数
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
学
生
資
格
が
二
年
間
規
定
な
し
と
い

う
の
は
や
は
り
不
半
玉
で
あ
る
。
「
生
十
人
」
を
否
定
し
て
文
章
・
明
法
両
科
学
生
の
設
置
と
学
生
資
格
の
決
定
を
天
平
二
年
で
揃
え
る
場
合

に
は
矛
盾
は
一
応
回
避
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
以
前
。
一
事
已
同
二
助
博
士
鴨
」
と
矛
盾
す
る
か
ら
と
い
っ
て
「
生
廿
人
」
を
否
定
し
て
し
ま

う
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
。
『
令
集
解
』
の
文
は
お
そ
ら
く
『
弘
仁
格
』
を
も
と
に
し
て
、
正
七
位
下
相
当
官
の
助
教
の
注
と
し
て
必
要
な

律
学
博
士
・
直
講
・
文
章
博
士
の
定
員
と
待
遇
に
つ
い
て
の
字
句
を
書
き
出
し
た
た
め
に
「
生
廿
人
」
を
落
と
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
桃
氏
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
三
月
丁
亥
（
三
日
）
条

　
　
天
皇
御
一
松
林
宮
喝
宴
二
五
位
以
上
一
噸
引
二
文
章
生
等
一
令
レ
賦
二
曲
水
鴨
賜
二
野
布
一
有
レ
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
「
文
章
生
」
を
制
度
前
の
実
体
と
さ
れ
る
が
、
恣
意
的
な
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
来
る
問
題
は
、
「
明
法

生
十
人
。
」
・
「
簡
ゴ
取
雑
嚢
及
白
丁
聰
慧
一
っ
不
レ
須
レ
限
二
年
多
少
一
也
。
」
を
天
平
二
年
の
新
規
定
と
解
す
る
方
針
の
放
棄
に
よ
っ
て
し
か
解
決
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
古
く
柿
村
重
松
氏
は
、
官
奏
の
前
半
部
分
は
神
亀
五
年
勅
を
引
用
し
た
だ
け
で
天
平
二
年
に
定
め
ら
れ
た
の
は
得
業
生
制
度
の
み
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
私
は
こ
れ
こ
そ
が
問
題
解
決
の
唯
一
の
方
法
と
考
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
同
じ
神
亀
五
年
勅
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら

『
三
代
格
』
と
官
奏
引
用
部
分
の
間
に
な
ぜ
字
句
の
相
違
が
生
じ
た
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
柿
村
茂
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
述
べ

ら
れ
ず
、
学
説
と
し
て
の
定
立
に
は
到
ら
な
か
っ
た
が
、
今
日
の
我
々
に
は
そ
れ
を
説
明
す
る
鍵
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
射
法
舗
史
料
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

格
編
纂
時
の
現
行
法
を
踏
ま
え
た
変
改
の
加
え
ら
れ
た
例
が
あ
る
と
い
う
吉
圏
曲
馬
の
、
原
史
料
の
格
と
式
へ
の
採
録
の
相
互
関
係
に
留
意
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
福
井
俊
彦
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
と
に
私
な
り
の
解
答
を
示
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
私
見
を
加
え
て
作
成
し
た
神
亀
五
年
勅
復
原
案
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
勅
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大
学
寮

　
直
講
四
人
恥
獣
蚊
　
律
学
博
士
二
人

以
前
。
　
一
事
已
上
同
二
助
博
士
閃

　
明
法
生
十
人
　
文
章
生
十
人

学
生
者
。
簡
訓
取
雑
任
及
白
丁
聰
慧
閃
不
レ
須
レ
限
二
年
多
少
一
也
。

　
　
神
亀
五
年
七
月
廿
一
日

　
以
下
復
原
の
根
拠
と
『
三
代
格
』
文
へ
の
変
改
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
　
ω
「
直
講
四
人
聾
勤
蚊
　
律
学
博
士
二
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
神
亀
五
年
の
直
講
設
置
は
、
川
北
玩
が
明
快
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
唐
の
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
国
子
監
の
直
講
が
四
人
と
定
め
ら
れ
た
こ

と
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
官
奏
の
「
直
講
四
人
影
蹴
蚊
」
の
方
が
『
三
代
格
』
の
「
直
講
三
人
　
文
章
学
士
一
人
」
よ
り
も

原
勅
の
形
式
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
『
三
代
格
』
が
「
律
学
博
士
二
人
」
を
前
に
出
し
、
「
文
章
学
士
一
人
」
を
直
講

か
ら
切
り
離
し
た
の
は
、
「
文
章
学
士
一
人
　
生
廿
人
」
と
表
記
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
「
以
前
。
一
事
已
同
二
助
博
士
つ
」

と
「
生
廿
人
」
と
が
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
②
尋
鍛
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
、

　
『
三
代
格
』
の
「
文
章
学
士
」
を
採
用
し
た
。
文
章
科
の
教
官
名
は
他
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
場
合
文
章
博
士
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

明
法
科
教
官
の
創
設
時
の
名
称
が
律
学
博
士
で
あ
り
な
が
ら
、
一
般
に
明
法
博
士
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
文
章
科
教
官
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

創
設
時
の
名
称
が
文
章
学
士
で
あ
っ
て
も
不
都
合
は
な
く
、
『
三
代
格
』
本
文
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
あ
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。
官
奏
と
『
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

集
解
』
官
位
令
正
七
位
条
の
勅
は
、
筆
写
の
過
程
で
、
一
般
化
し
て
い
た
文
章
博
士
に
摩
り
替
わ
っ
た
と
見
て
お
き
た
い
。
両
雄
の
教
官
名
の

問
題
を
制
度
的
な
変
更
に
よ
る
と
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
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③
「
以
前
。
　
一
事
已
上
」

　
『
令
集
解
』
官
位
令
正
七
位
条
に
よ
っ
て
『
三
代
格
』
に
欠
け
て
い
る
「
上
」
を
補
っ
た
。
官
奏
で
は
「
以
前
。
一
事
」
が
脱
落
し
て
い
る
。

　
　
ω
「
助
博
士
」

　
官
奏
は
「
助
教
」
と
す
る
が
養
老
令
制
の
官
名
が
筆
写
の
過
程
で
災
い
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
三
代
格
』
・
『
令
集
解
』
官
位
令
正
七
位
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
神
亀
五
年
勅
だ
け
で
な
く
、
『
令
集
解
』
学
令
博
士
助
教
条
、
在
学
為
序
条
の
古
記
に
も
「
助
博
士
」
と
あ
り
、
大
宝
令
制
下
の
官
名
は
助

博
士
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
⑤
「
明
法
生
十
人
」

　
明
法
生
の
定
員
を
十
名
か
ら
二
十
名
に
増
員
す
る
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
六
月
八
日
格
（
太
政
官
奏
）
が
弘
仁
格
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
弘
仁
格
編
纂
時
に
こ
の
規
定
は
死
文
化
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
不
要
と
し
て
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
⑥
学
生
資
格

　
敢
え
て
「
学
生
者
。
」
を
挿
入
し
て
復
原
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
簡
ゴ
取
離
任
及
白
丁
聰
慧
喝
不
レ
須
レ
限
二
年
多
少
一
也
。
」
が
、
「
簡
取
」
を
条

件
と
し
つ
つ
も
身
分
・
年
齢
に
よ
る
制
限
を
し
な
い
と
い
う
点
で
、
延
喜
大
学
式
学
生
試
条

　
　
凡
遊
学
之
徒
。
情
願
二
入
学
噸
不
レ
限
二
年
多
少
一
。
惣
加
二
紫
煙
鴨
其
有
レ
通
二
一
経
閃
聴
レ
預
二
学
生
鴨
但
諸
王
及
五
位
已
上
子
孫
。
不
レ
二
二
簡
試
切

と
趣
旨
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
そ
の
弘
仁
式
で
の
式
文
化
の
法
源
に
な
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
れ
を
「
明
法
生
十
人
　
文

章
生
廿
人
」
の
み
に
関
わ
る
規
定
と
解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
三
代
格
』
の
神
亀
五
年
勅
に
こ
の
規
定
が
見
え
な
い
の

は
、
そ
れ
が
弘
仁
大
学
式
に
採
録
さ
れ
、
弘
仁
格
文
と
し
て
は
省
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
と
考
え
る
。
　
こ
の
勅
の
規
定
に
よ
り
、
「
五
位

以
上
子
孫
及
東
西
史
部
子
」
を
主
、
「
八
位
以
上
子
」
の
志
望
者
を
従
と
す
る
大
学
寮
入
学
の
身
分
制
限
と
、
「
年
十
三
以
上
十
六
以
下
」
な
る

入
学
年
齢
制
限
を
定
め
た
学
令
大
学
生
条
は
大
き
く
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
⑦
勅
の
発
令
月
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ぬ

　
『
三
代
格
』
は
「
十
月
」
と
す
る
が
、
『
弘
仁
格
抄
』
・
『
令
集
解
』
官
位
令
正
七
位
条
に
従
い
「
七
月
」
と
し
た
。

　
以
上
を
ま
と
め
て
『
三
代
格
』
神
亀
五
年
論
文
の
成
立
過
程
を
再
現
す
る
と
、
学
生
資
格
の
改
正
は
式
文
に
譲
り
、
死
文
化
し
た
明
法
生
の

定
員
は
削
除
、
本
来
直
黒
の
一
人
だ
っ
た
文
章
学
士
を
切
り
離
し
て
文
章
生
と
併
せ
て
記
し
、
律
学
博
士
を
前
に
移
す
と
い
う
手
順
と
な
る
。

こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
弘
仁
格
文
を
我
々
は
『
三
代
格
』
で
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
『
三
代
格
』
神
亀
五
年
勅
も
天
平
二
年
宮
奏
の
前
半
部
分
も
、
も
と
は
同
じ
神
亀
五
年
七
月
二
十
一
日
付
勅
だ
っ
た
こ
と
が
説
明

さ
れ
、
柿
村
氏
の
指
摘
の
正
し
さ
を
証
明
で
き
た
と
考
え
る
。
従
っ
て
神
亀
五
年
・
天
平
二
年
の
学
制
改
革
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
以
下
の
よ

う
に
確
定
さ
れ
る
。

一
、
神
亀
五
年
、
文
章
学
士
一
人
を
含
む
直
講
四
人
、
律
学
博
士
二
人
が
助
博
士
と
同
格
の
教
官
と
し
て
、
律
学
博
士
・
文
章
学
士
の
下
で
学

　
　
ぶ
明
法
生
十
人
・
文
章
生
二
十
人
が
学
生
と
し
て
大
学
寮
に
新
置
さ
れ
た
。
同
時
に
大
学
寮
に
学
ぶ
学
生
全
体
に
つ
い
て
の
、
入
学
に
際

　
　
し
て
の
身
分
・
年
齢
制
限
が
、
蝋
型
合
格
を
条
件
と
し
て
撤
廃
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
大
宝
令
制
の
「
学
生
四
百
人
」
は
明
経
科
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
り
、
明
経
・
文
章
・
明
法
・
算
の
四
学
科
が
成
立
し
た
。

二
、
天
平
二
年
、
大
学
寮
の
四
学
科
に
そ
れ
ぞ
れ
四
・
二
・
二
・
二
名
の
得
業
生
が
置
か
れ
、
衣
食
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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第
三
節
　
文
章
科
と
得
業
生
制
度
の
性
格

　
前
節
で
の
検
討
に
よ
り
神
亀
・
天
平
の
学
制
改
革
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
節
で
は
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
発
足
し
た
文
章
科
の
設
置

理
由
と
四
科
得
業
生
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
桃
氏
は
、
令
制
の
大
学
寮
の
構
成
が
課
試
制
度
に
適
合
的
で
な
か
っ
た
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
秀
才
・
進
士
、
明
法
試
の
受
験
科
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

文
章
、
明
法
両
科
が
創
設
さ
れ
、
さ
ら
に
課
試
の
よ
り
直
接
的
な
受
験
候
補
者
と
し
て
得
業
生
が
各
科
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
た
。

　
明
経
・
明
法
・
算
科
が
そ
れ
ぞ
れ
明
経
・
明
法
・
算
試
に
対
応
す
る
以
上
、
文
章
科
が
秀
才
・
進
士
試
に
対
応
す
る
学
科
と
し
て
設
置
さ
れ
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図
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
「
性
識
聰
慧
芸
業
優
長
」
で
あ
る
と

文
章
∴
響
聾
縄
紮
嶽
魏
階
慰
撫
鯉
山
隠
縫
難
鑑
彗
馨
難
壁
議
醸

さ
れ
た
こ
と
、
文
章
科
の
中
で
も
特
に
文
章
得
業
生
二
人
が
両
試
受
験
を
よ
り
強
く
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

文
章
科
と
両
試
の
対
応
関
係
を
直
接
示
す
奈
良
時
代
の
史
料
は
な
い
が
、
秀
才
・
進
士
の
挙
送
に
つ
い
て
定
め
る
学
令
講
説
不
長
条
と
考
課
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
ノ
ヲ
　
　

フ
ノ
禽
フ
　
　

フ
ギ
ノ
　
ヲ

秀
才
条
の
『
令
集
解
』
古
記
に
は
「
文
藻
。
謂
二
文
章
一
種
一
也
。
偏
・
「
秀
才
。
謂
二
文
章
博
士
一
也
。
方
略
。
謂
二
品
レ
端
大
事
一
也
。
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
れ
に
よ
り
天
平
十
年
（
七
三
八
）
成
立
の
古
記
が
両
試
と
「
文
章
」
の
親
近
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
間
接
的
な
証
明
に
は
な
る

　
　
　
⑯

で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
大
学
寮
四
科
の
課
試
制
度
と
の
対
応
関
係
を
図
示
す
れ
ぼ
図
1
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
大
宝
令
制
と
養
老
令
制
が
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
論
を
進
め
る
。
野

　
村
忠
夫
氏
「
明
法
試
の
成
立
過
程
i
饗
老
令
酬
始
説
の
提
起
ー
ー
」
（
『
古
代
学
』
一

　
四
－
一
、
一
九
六
七
年
。
後
に
『
律
令
政
治
の
諸
様
糟
』
、
塙
書
房
、
一
九
六
八

　
年
に
再
収
）
は
大
宝
令
制
に
明
法
試
が
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
早
川
庄
八
氏
「
奈

　
良
時
代
前
期
の
大
学
と
律
令
学
」
（
『
万
葉
集
研
究
』
七
、
塙
書
房
、
一
九
七
八
年
。

　
後
に
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
入
六
年
に
再
収
）
の
批

　
判
が
有
効
と
考
え
る
。

②
　
官
位
令
に
よ
る
相
当
位
。
以
下
同
じ
。

③
養
老
令
制
の
「
助
教
」
が
大
宝
令
制
で
は
「
助
博
士
」
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

　
は
第
二
節
㈲
参
照
。
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④
　
通
二
経
条
、
講
説
面
長
条
、
書
学
生
条
。

⑤
秀
才
進
士
条
、
秀
才
出
身
条
。
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
か
ら
延
暦
二
十
一
年

　
（
八
〇
二
）
に
か
け
て
の
合
格
者
叙
位
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
序
注
②
前
掲
野
村

　
氏
論
文
及
び
久
木
幸
男
氏
「
大
学
寮
覚
書
」
（
『
横
浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
』
一
八
、

　
一
九
七
九
年
）
を
参
照
。
秀
才
出
身
条
・
学
令
書
学
生
条
及
び
延
暦
二
十
一
年
制

　
（
〈
　
〉
を
付
す
。
そ
れ
ま
で
は
式
部
留
省
と
な
り
登
山
叙
位
を
待
た
ね
ば
な
ら

　
な
か
っ
た
）
に
よ
る
合
格
者
の
叙
位
位
階
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

正
八
位
上

正
八
館
下

従
八
位
上

従
八
位
下

大
話
位
上

大
初
位
下

　
　
　
少
初
位
上

⑥
秀
才
条
、
明
経
条
、

⑦
職
員
令
式
部
省
条
。

⑧
　
国
史
大
系
本
の
本
文
は
不
完
全
な
の
で
、
関
晃
氏
監
修
、
熊
田
亮
介
氏
校
注
・

　
解
説
『
狩
野
文
庫
本
類
聚
三
代
格
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
に
拠
っ
た
。

　
な
お
国
史
大
系
本
か
ら
の
引
用
は
以
下
一
々
注
記
し
な
い
。
ま
た
史
料
引
用
に
際

　
し
て
は
必
ず
し
も
校
訂
本
に
従
わ
ず
、
異
本
注
記
を
参
照
し
た
り
私
見
を
加
え
て

　
改
め
て
あ
る
点
、
了
解
さ
れ
た
い
。

⑨
大
宝
令
の
助
博
士
↓
養
老
令
の
助
教
の
相
当
位
が
正
七
位
下
（
『
令
集
解
』
官

　
営
門
正
七
位
条
）
で
二
慕
儒
学
㍍
助
博
士
『
」
に
よ
り
「
律
学
博
士
二
人
」
の
相

　
当
位
も
正
七
位
下
と
な
る
。
朝
事
已
上
」
は
「
全
て
の
寮
に
関
し
て
」
と
い
う

　
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
優
艶
「
良
弁
と
東
大
寺
別
当
制
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究

秀
才
上
々
第

秀
才
上
中
・
明
経
上
々
第

明
経
上
中
第

進
士
甲
第

進
士
乙
・
明
法
甲
・
算
甲
第

〈
秀
才
上
下
第
〉

明
法
乙
・
算
二
上

〈
秀
才
中
上
・
明
経
上
下
第
〉

〈
明
経
中
上
第
V

　
　
進
士
条
、
明
法
条
、
貢
挙
魚
条
、
蔵
人
条
。

　
所
創
立
3
0
周
年
記
念
『
文
化
財
論
叢
』
、
同
朋
舎
出
版
、
　
一
九
八
三
年
）
の
注
3
9

　
参
照
。

⑩
以
上
の
神
亀
五
年
勅
が
『
弘
仁
格
抄
』
式
部
上
の

　
　
　
勅
　
大
学
寮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
亀
五
年
七
月
廿
一
日

　
に
当
た
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
瀧
州
政
次
郎
氏
「
九
条
家
弘
仁
格
抄
の
研
究
」
（
『
法
学
評
言
』
二
八
一
五
～
一

　
一
一
、
一
九
二
六
年
。
後
に
『
律
令
格
式
の
研
究
』
、
角
川
書
店
、
　
一
九
六
七
年
に

　
再
収
）
、
飯
困
瑞
穂
氏
「
『
類
聚
三
代
格
隔
　
の
欠
下
巻
に
関
す
る
一
史
料
に
つ
い

　
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
七
〇
、
一
九
七
〇
年
）
、
寒
川
照
雄
茂
「
『
明
文
抄
』
所
引
の

　
コ
ニ
代
の
格
」
一
㎎
類
聚
三
代
格
』
の
逸
文
と
校
訂
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
中
央
史
学
隔

　
五
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

⑫
　
こ
の
太
政
官
符
も
『
三
代
格
』
欠
侠
部
分
に
入
る
。
注
⑪
前
掲
飯
田
・
寒
川
両

　
氏
論
文
参
照
。

⑬
注
⑨
と
同
様
、
「
已
上
岡
二
助
教
一
℃
」
に
よ
っ
て
「
文
章
肥
土
」
の
相
当
位
が
「
正

　
七
位
下
」
と
な
る
。
な
お
『
類
聚
国
史
櫛
巻
百
出
、
大
学
寮
、
弘
仁
十
二
年
二
月

　
甲
申
（
十
七
日
）
条
及
び
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
が
元
の
相
当
位
を
「
従
七
位

　
官
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
こ
の
細
鋼
は
延
喜
式
（
大
学
寮
得
業
生
時
服
条
、
大
膳
職
下
、
大
炊
寮
）
ま
で

　
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

⑯
　
以
上
の
天
平
二
年
宮
漏
が
『
弘
仁
格
抄
』
式
部
下
の

　
　
　
太
政
官
謹
奏
委
細
之
篇
目
可
口
窄
合
一
　
　
　
　
　
　
天
平
二
年
三
月
廿
七
日

　
　
　
聞

　
　
　
ノ

　
に
相
当
す
る
こ
と
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
翠
巌
著
書
二
七
～
三
〇
頁
。
注
①
前
掲
野
村
・
早
川
両
脇
論
文
、
川
北
靖
之
氏

　
「
神
u
亀
五
年
七
n
月
十
二
日
勅
に
つ
い
て
1
同
格
の
将
来
に
関
連
し
て
一
」
（
『
白
濫
愚
す

　
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
四
二
、
　
　
九
八
一
年
）
、
逸
事
滋
氏
「
入
世
紀
の
大
学

　
寮
－
「
文
章
経
畷
」
の
前
当
一
」
（
『
講
座
日
本
教
育
史
』
　
…
、
第
一
法
規
、
…
九
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八
四
年
）
、
岩
沢
豊
氏
「
律
令
官
人
の
出
身
と
大
学
寮
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』

　
二
六
、
一
九
八
五
年
）
等
の
理
解
は
桃
説
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
堀
内

　
秀
晃
氏
「
平
安
初
期
の
大
学
寮
一
…
文
章
道
を
中
心
に
i
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

　
五
〇
1
一
〇
、
一
九
七
三
年
）
は
桃
氏
に
従
い
「
生
廿
入
」
を
神
亀
五
年
勅
文
と

　
し
て
は
誤
り
と
し
な
が
ら
、
文
章
生
も
明
法
生
も
博
士
の
設
置
と
同
時
に
置
か
れ
、

　
そ
の
定
員
が
天
平
二
年
に
定
め
ら
れ
た
と
す
る
。

⑰
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
六
八
年
。
但
し
本
稿
で
は
そ
の
全
面
的
改
定
増
補
版

　
で
あ
る
『
日
本
省
代
学
狡
の
研
究
』
（
玉
川
大
学
出
版
部
、
　
一
九
九
〇
年
）
に
よ

　
る
こ
と
と
し
、
以
下
久
木
氏
著
書
と
略
称
す
る
。
そ
の
七
七
、
八
八
～
八
九
頁
。

⑱
『
日
本
古
代
学
校
教
育
的
興
衰
与
中
国
的
関
係
i
中
国
教
育
文
化
圏
在
東
亜
之
形

　
成
的
研
究
之
【
－
』
（
学
海
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）
。
但
し
本
稿
で
は
そ
の
増
訂

　
版
で
あ
る
『
日
本
古
代
学
制
与
学
制
的
比
較
研
究
』
（
同
社
、
　
一
九
八
六
年
）
に

　
よ
る
。
そ
の
＝
二
二
買
。

⑲
「
勧
学
院
創
設
の
背
景
」
（
『
史
学
』
五
〇
一
一
～
四
、
一
九
八
○
年
）
。

⑳
村
上
唯
雄
氏
「
律
令
国
家
に
於
け
る
教
育
制
度
の
研
究
－
考
試
制
度
の
第
一
次

　
変
革
に
つ
い
て
の
考
察
一
」
（
『
教
育
学
研
究
瞼
一
＝
一
三
、
　
一
九
五
四
年
）
は
、

　
天
平
二
年
に
新
設
さ
れ
た
の
は
得
業
生
制
度
で
、
文
章
生
等
諸
生
の
設
醗
は
そ
れ

　
以
前
の
神
亀
五
年
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
述
べ
、
そ
の
点
で
は
本
稿
と
結
論
を
同

　
じ
く
す
る
。
し
か
し
弘
仁
十
二
年
二
月
十
七
日
付
太
政
官
符
を
根
拠
に
文
章
博
士

　
相
当
位
が
天
平
二
年
に
正
七
題
下
と
定
め
ら
れ
た
と
す
る
点
、
神
亀
・
天
平
の
学

　
制
改
革
に
よ
っ
て
令
制
の
秀
才
・
進
士
試
が
文
章
得
業
生
・
文
章
生
を
簡
抜
す
る

　
た
め
の
文
章
得
業
生
試
・
文
章
生
試
に
改
組
さ
れ
た
と
す
る
点
に
は
、
本
稿
の
結

　
論
か
ら
言
っ
て
全
く
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑳
摂
氏
著
書
二
七
頁
。

＠
　
『
上
代
日
本
漢
文
学
史
』
（
日
本
書
院
、
　
～
九
四
七
年
。
但
し
こ
の
書
は
山
岸

　
徳
平
氏
の
校
訂
に
よ
る
遺
著
で
あ
り
、
年
譜
に
よ
れ
ば
執
筆
は
大
正
末
か
ら
昭
和

　
初
め
に
か
け
て
の
頃
で
あ
る
ら
し
い
）
七
四
～
七
五
頁
。
以
下
柿
村
氏
著
書
と
略

　
称
す
る
。

⑳
　
　
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」
（
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会

　
経
済
史
研
究
』
古
代
中
世
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
。
後
に
『
律
令
国
家

　
と
古
代
の
社
会
』
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
八
三
年
に
再
収
）
・
「
類
聚
三
代
格
」
（
『
国

　
史
大
系
書
目
解
題
志
野
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
。

⑳
　
「
弘
仁
格
の
編
纂
方
針
に
つ
い
て
」
（
『
史
観
』
九
八
、
一
九
七
八
年
）
。

⑯
　
注
⑯
前
掲
川
北
氏
論
文
。
な
お
日
本
の
直
講
に
つ
い
て
は
中
野
高
行
氏
「
八
・

　
九
世
紀
に
お
け
る
大
学
明
経
科
教
官
の
特
質
」
（
『
史
学
』
、
五
四
一
四
、
一
九
八
五

　
年
）
を
参
照
。

⑳
　
管
見
で
は
『
拾
芥
抄
』
中
、
官
位
唐
名
部
に
文
章
博
士
の
別
称
と
し
て
「
文
章

　
学
士
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
鼠
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
『
弘

　
仁
格
』
あ
る
い
は
『
三
代
格
』
を
見
て
の
記
述
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

　
る
。

⑳
　
同
じ
く
『
拾
芥
抄
』
に
明
法
博
士
の
劉
称
と
し
て
「
律
学
博
士
」
が
見
え
る
程

　
度
で
あ
る
。

⑯
　
文
章
科
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
犬
塚
琉
、
明
法
科
に
つ
い
て
は
早
川
氏

　
（
注
①
前
掲
論
文
）
が
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

⑳
職
員
再
読
学
寮
条
古
記
は
「
助
教
」
と
す
る
が
、
古
記
が
引
用
さ
れ
る
際
に
生

　
じ
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。

⑳
『
令
集
解
』
職
員
令
大
学
寮
条
、
選
叙
上
秀
才
出
身
条
。
『
弘
仁
格
抄
臨
式
部

　
上
に
よ
っ
て
「
天
平
」
を
「
延
暦
」
と
改
め
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
桃
氏
著
書

　
一
一
五
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

⑪
　
利
光
三
津
夫
氏
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
大
学
寮
明
法
科
」
（
『
法
学
研
究
』
三
九

　
i
三
、
一
九
六
六
年
。
後
に
『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
、
慶
応
通
信
株
式
会
社
、

　
一
九
六
七
年
に
再
収
）
は
、
神
亀
五
年
以
前
に
見
え
る
大
学
明
法
博
士
・
明
法
博

　
士
・
明
法
師
・
律
師
・
令
師
の
問
題
か
ら
、
明
法
科
が
和
銅
年
間
に
は
設
立
さ
れ

　
て
い
た
と
し
、
そ
れ
を
う
け
て
東
野
治
之
氏
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
『
文
選
』
の
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普
及
」
（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
古
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
七
六
年
。
後
に
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
陶
、
塙
磐
房
、
一
九
七
九
年
に
再

　
収
）
は
文
章
科
の
設
置
も
奈
良
時
代
初
期
か
ら
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
確
か
に
大
学

　
寮
で
律
令
や
文
選
・
爾
雅
を
講
じ
る
臨
時
の
講
師
と
そ
れ
に
つ
い
て
学
ぶ
｝
群
の

　
学
生
は
存
在
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
神
亀
五
年
以
前
に
明
法
生
・
文
章
生
の
存
在

　
が
確
認
で
き
な
い
現
段
階
で
は
、
正
規
の
官
と
し
て
の
専
任
教
官
と
専
攻
学
生
か

　
ら
な
る
学
科
と
し
て
の
両
科
の
成
立
は
、
や
は
り
同
年
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
桃
氏
輩
佃
書
二
六
～
一
二
〇
百
ハ
。

⑳
〉
国
史
大
系
本
文
は
「
文
章
士
」
、
頭
注
に
よ
れ
ば
萩
野
由
之
氏
旧
蔵
塙
保
己
一

　
校
本
写
本
は
「
文
章
博
士
」
と
し
、
『
令
抄
』
（
群
書
類
従
律
令
部
所
収
）
は
「
文

　
章
生
」
と
す
る
。
怪
し
ば
ら
く
対
句
の
字
数
に
着
目
し
て
萩
本
に
拠
っ
た
。
し
か

　
し
諸
本
の
精
査
と
そ
れ
に
基
い
た
再
検
討
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
「
死
端
大
事
」
と
の
対
応
か
ら
見
て
、
こ
の
「
文
章
博
士
」
を
文
章
科
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
官
と
し
て
の
文
章
博
士
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
文
章
博
士
」
と
送
り

　
仮
名
を
付
け
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

⑭
岸
俊
男
氏
「
班
田
図
と
条
里
制
」
（
『
国
史
学
論
叢
隠
、
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
会
、

　
一
九
五
九
年
。
後
に
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
蝕
、
塙
書
房
、
　
一
九
七
三
年
に
再

　
収
）
。

⑳
　
久
木
属
（
隷
書
八
三
～
八
七
頁
）
は
、
学
生
資
格
を
天
平
二
年
に
離
任
・
白
丁

　
に
限
定
し
て
令
制
本
来
の
大
学
入
学
資
格
保
持
者
の
蔭
子
孫
・
位
子
を
排
除
し
た

　
学
科
が
、
國
家
試
験
の
最
高
峰
で
あ
る
秀
才
試
の
受
験
科
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と

　
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
文
章
科
は
宮
廷
詩
人
養
成
所
と
し
て
創
立
さ
れ
た
と
す

　
る
。
し
か
し
前
節
の
検
討
に
よ
っ
て
学
生
資
格
規
定
が
神
亀
五
年
の
も
の
で
あ
る

　
こ
と
、
蔭
子
孫
・
位
子
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
雑
任
・
白
丁
に
も
門
戸
を
解
放

　
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
氏
の
論
は
全
く
成
り
立
た

　
な
い
。
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第
二
章
　
文
章
得
業
生
試
の
成
立

前
章
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
文
章
得
業
生
試
の
成
立
を
中
心
に
延
喜
式
に
至
る
ま
で
の
課
試
制
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
節
　
弘
仁
・
延
喜
両
式
部
式
試
貢
人
条
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
九
条
家
本
延
喜
式
紙
背
『
弘
仁
式
式
部
下
断
簡
』
の
存
在
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
弘
仁
・
延
喜
両
式
に
つ
い
て
直
接
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
は
課
試
制
度
と
学
科
制
度
の
対
応
関
係
を
示
す
式
部
苗
草
尊
人
条

O
弘
仁
式
部
式
下

試
一
一
貢
人
及
雑
色
生
一

a　
秀
才
進
士
者
。
依
二
本
司
解
叩

具
レ
状
申
一
一
太
政
富
鴨
下
レ
符
詑
預
定
二
試
日
日
野
鳥
示
本
司
特
上
日
質
明
。
卿
以
下
就
レ
座
。
本
司
就
二
省
掌
東
座
帰
座
定
丞



文章得業生試の成立（古藤）

承
二
卿
処
分
旧
暦
レ
面
立
。
令
レ
奉
コ
上
町
司
同
量
称
唯
命
二
史
生
閃
史
生
称
軽
量
二
省
古
点
省
受
腰
唯
命
日
。
候
司
参
上
。
本
司
称
唯
引
続
前
人
一
就
二
版
位
叩

貢
人
逸
在
二
垂
下
幻
録
披
レ
簿
唱
之
。
民
営
蘇
色
　
貢
人
称
唯
二
二
後
版
位
閃
丞
命
眠
。
召
之
。
本
司
称
唯
昇
レ
自
惚
西
階
一
就
レ
座
。
丞
亦
命
日
。
侍
坐
。
貢
人

称
蓋
置
・
鷹
使
静
置
・
筆
硯
於
貢
人
前
郵
若
瞥
脩
・
問
璽
b
無
難
蟷
辮
響
授
・
之
。
卑
見
丞
以
上
聚
許
講
薯
掌
就
・
丞
後
・
受
・
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

授
二
貢
人
閃
当
日
読
了
。
聖
母
難
撹
甑
幡
。
卿
与
二
輔
翼
　
一
認
定
二
等
第
一
詳
密
。
卿
及
第
者
具
レ
状
申
二
太
敷
官
叩
奏
聞
叙
位
。
其
明
経
。
明
法
。
算
等

生
者
。
亦
依
二
本
司
解
鴨
具
レ
状
申
二
太
政
官
叩
（
以
下
諸
国
貢
人
の
規
定
）

○
延
喜
式
部
式
下

　
　
試
二
貢
人
及
雑
色
生
一

　
　
ず
暮
業
圭
相
・
率
由
司
蟹
具
レ
状
申
二
姦
糞
下
レ
符
詑
哀
話
二
品
旦
宴
華
車
愚
筆
明
・
㈱
以
下
就
レ
座
・
塔
婆
二
笠
置
東
釜
座
定
丞

　
　
　
承
二
卿
処
分
閃
命
レ
録
日
。
令
レ
導
出
上
町
司
『
録
称
唯
命
二
品
生
国
史
生
称
唯
令
二
二
布
一
9
省
掌
称
唯
命
日
。
候
司
参
上
。
本
司
転
子
引
田
一
面
人
一
就
二
版
位
鴨

　
　
野
人
三
二
屏
下
舶
録
披
レ
簿
唱
之
。
戯
鮪
混
色
　
貢
人
称
唯
就
二
塁
版
位
鴨
脚
命
日
。
召
之
。
本
司
称
下
底
レ
自
脈
西
階
一
就
レ
座
。
丞
亦
命
日
。
侍
レ
幽
．
貢
人

　
　
　
急
難
昇
就
・
座
。
使
謬
・
筆
硯
於
貢
入
前
郵
若
轟
轟
一
問
璽
b
銀
器
鑛
撫
幕
命
重
生
授
・
之
。
書
見
丞
以
上
鴨
衆
許
諾
。
詑
省
掌

　
　
撃
越
後
・
受
・
之
。
授
・
責
ム
当
日
対
了
。
雛
型
難
湖
周
劇
団
叩
．
後
口
定
・
日
。
卿
以
下
与
・
文
藩
士
及
儒
圭
三
人
筆
共
益
定
之
。
及
第
者
具
・

　
　
状
申
二
太
政
實
蕎
叙
㌦
試
二
重
文
章
生
喝
亦
尊
皇
此
墾
が
其
明
経
明
暮
算
等
得
董
門
止
依
二
本
司
蟹
欝
欝
試
乏
状
申
一
姦
實
莚

　
　
　
退
就
回
幽
等
硬
，
．
塑
准
一
五
饒
噸
（
以
下
諸
国
貢
人
の
規
定
）

　
筆
写
の
過
程
で
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
脱
落
や
内
容
上
重
要
で
な
い
字
句
の
相
違
（
傍
点
線
）
を
除
い
た
上
で
、
注
意
す
べ
き
両
式
の
違
い
の

第
一
は
、
弘
仁
式
の
コ
秀
才
進
士
者
。
」
・
「
其
明
経
。
明
法
。
算
等
生
者
。
」
が
延
喜
式
で
「
文
章
得
業
生
者
。
」
・
「
其
明
経
。
明
法
。
算
等

得
業
生
者
。
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
傍
線
a
・
ゴ
）
。
得
業
生
は
天
平
二
年
の
設
置
当
初
か
ら
課
試
受
験
を
強
く
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、

延
喜
式
に
お
い
て
、
得
業
生
試
と
い
う
形
で
課
試
制
度
上
正
規
の
受
験
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
章
科
の

「
秀
才
進
士
者
。
」
か
ら
「
文
章
得
業
生
者
。
」
へ
の
書
き
替
え
は
結
論
的
に
は
秀
才
試
へ
の
一
本
化
を
示
す
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
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え
ず
四
科
の
得
業
生
試
へ
の
改
組
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
お
く
。

　
第
二
は
、
文
章
得
業
生
湯
の
問
題
（
出
願
評
定
担
当
者
）
を
式
部
省
の
少
輔
（
次
席
次
官
）
以
上
が
自
ら
修
め
な
い
場
合
の
代
理
を
文
人
か
ら
選

任
す
る
際
の
手
続
き
と
し
て
、
「
待
二
上
宣
二
が
延
喜
式
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
傍
線
b
・
廿
）
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
文
章
得
業
生
試

問
頭
上
宣
制
と
呼
称
す
る
。

　
第
三
は
、
文
章
得
業
生
試
の
評
定
に
つ
い
て
、
延
喜
式
が
「
後
鞘
定
レ
日
。
」
と
し
、
式
部
省
官
人
に
加
え
て
　
「
文
章
博
士
及
儒
士
二
三
人

等
」
を
参
与
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
弘
仁
式
に
は
な
い
規
定
で
あ
る
（
傍
線
。
・
d
）
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
文
章
得
業
生
試
評
定
文
章

博
士
儒
士
参
加
制
と
呼
称
す
る
。

　
第
四
は
、
「
七
二
擬
文
章
生
鴨
亦
准
二
此
儀
一
。
」
な
る
全
く
新
し
い
一
節
が
延
喜
式
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
傍
線
6
1
）
。
こ
れ
は
擬
文
章

生
を
試
験
し
て
文
章
生
を
選
抜
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
擬
文
章
生
試
と
呼
称
す
る
。

　
以
上
か
ら
、
式
部
式
試
貢
人
条
に
つ
い
て
弘
仁
・
延
喜
等
式
の
間
に
か
な
り
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
か
つ
文
章
科
が
そ
の
制
度
変
更
の
中
軸

に
位
置
す
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
弘
仁
・
貞
観
・
延
喜
式
の
式
部
・
大
学
式
の
課
試
と
学
科
に
関
す
る
規
定
の
変
遷
を
辿
る

こ
と
が
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
業
に
は
大
き
な
障
害
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
右
に
取
り
上
げ
た
弘
仁
式
部
挙
試
貢
西
条
を
除
く
と
、

弘
仁
・
貞
観
両
式
の
関
連
条
文
は
逸
文
と
し
て
し
か
知
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
貞
観
式
の
体
裁
の
問
題
も
あ
る
。
即
ち
貞
観
式
は
、
弘

仁
式
の
規
定
に
改
訂
を
加
え
る
必
要
の
な
い
場
合
は
条
文
化
を
省
き
、
改
訂
す
る
場
合
に
は
弘
仁
式
を
引
用
し
つ
つ
「
今
案
」
と
し
て
現
行
制

度
を
説
明
し
、
弘
仁
式
以
後
の
新
制
度
に
つ
い
て
は
新
し
く
条
文
化
す
る
、
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
が
式
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

③る
。
従
っ
て
文
体
ま
で
も
含
め
た
弘
仁
・
貞
観
詩
式
文
の
復
原
は
非
常
に
困
難
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
｝
つ
一
つ
の
制
度
・
規
定

が
内
容
的
に
弘
仁
・
貞
観
・
延
喜
の
ど
の
式
で
成
立
し
た
か
を
、
式
部
・
大
学
式
を
完
存
す
る
延
喜
式
か
ら
遡
源
的
に
考
察
す
る
手
法
に
よ
っ

て
、
上
記
の
課
題
を
解
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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第
二
節
　
天
長
四
年
官
符
と
研
究
史
の
整
理

　
具
体
的
な
作
業
の
前
に
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

六
月
十
三
日
付
太
政
宮
符
に
ま
ず
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

そ
の
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
天
長
四
年

　
　
　
太
政
官
符

　
　
　
　
応
下
補
二
文
章
生
丼
得
業
生
一
復
中
旧
例
上
事

右
得
二
式
部
省
解
一
塁
。
大
学
寮
解
儒
。
文
章
博
士
正
五
位
下
都
宿
禰
腹
赤
螺
儒
。
天
平
二
年
三
月
五
七
日
格
偲
。
文
章
生
廿
人
。
簡
コ
取
雑
任
及
白
丁
聰

恵
鴨
不
レ
須
レ
限
二
年
多
少
粋
者
。
而
省
ま
弘
仁
十
一
年
十
二
月
八
日
符
傅
．
太
政
官
去
十
一
月
十
五
日
符
傅
。
七
二
唐
式
一
。
昭
文
即
題
両
館
学
生
。
取
一
一
一
一
言
叩

已
上
子
孫
幻
不
レ
選
二
凡
流
当
今
須
下
文
章
生
蕊
取
二
良
家
子
弟
閃
寮
粛
軍
詩
若
賦
一
郭
レ
之
。
選
二
生
中
稽
進
面
謝
省
霜
覆
試
。
暑
為
二
俊
士
鴨
取
二
俊
士
麹
楚

者
噸
為
ゆ
秀
才
生
上
者
。
今
道
二
良
家
鴨
薬
価
二
輪
文
明
似
レ
謂
二
三
位
已
上
哺
縦
果
如
二
符
文
喝
有
レ
無
二
学
道
叩
何
者
大
学
尚
レ
才
耳
翼
。
養
レ
賢
旧
地
也
。
天

下
之
俊
威
来
。
海
内
之
英
並
並
。
游
夏
之
徒
。
元
非
二
卿
絹
之
子
喝
楊
馬
之
輩
。
出
レ
自
習
寒
素
之
門
一
っ
高
才
未
二
必
貴
種
鴨
貴
種
未
二
極
高
才
噌
且
夫
王
者

用
レ
人
。
唯
出
島
貴
。
朝
為
二
廊
養
叩
夕
登
二
公
卿
閃
而
況
区
区
生
徒
。
何
拘
二
浮
浮
鴨
嗣
子
悠
悠
後
進
。
因
レ
此
解
体
。
又
就
レ
中
文
章
生
中
。
置
二
俊
士
五

　
　
　
（
「
盈
」
脱
ナ
ラ
ソ
）

人
。
秀
才
・
二
人
鴨
至
二
予
後
年
つ
更
有
ユ
勅
旨
一
⑩
難
レ
非
二
良
家
蛤
聴
レ
補
二
之
俊
士
一
老
。
良
家
之
子
。
里
居
台
下
列
叩
立
レ
号
雅
レ
異
。
課
試
斯
同
。
徒
増
二

節
目
噸
無
レ
益
二
政
途
噸
又
依
レ
令
有
二
秀
才
進
士
二
科
鴨
課
試
之
法
。
難
易
不
レ
同
。
所
以
元
置
一
文
章
得
業
生
二
人
叩
随
二
才
豊
艶
浅
深
一
℃
擬
三
一
科
之
貢

挙
踏
面
専
日
一
一
秀
才
生
叩
豊
津
レ
科
者
稀
夷
。
望
請
。
俊
士
永
耳
門
停
廃
喝
秀
才
生
復
二
旧
号
つ
選
二
文
章
生
鴨
記
田
天
平
格
鴨
謹
請
一
一
処
分
一
遍
。
寮
依
二
解
状
一

申
コ
送
省
門
省
依
二
解
状
刈
請
二
官
裁
一
再
。
正
三
位
行
中
納
言
兼
松
近
衛
大
将
春
宮
大
夫
良
峯
朝
臣
安
世
宣
。
奉
レ
勅
依
レ
請
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
圏
二
、
天
長
」
四
年
六
月
十
三
日

こ
の
官
符
は
弘
仁
十
一
年
制
に
対
す
る
都
腹
赤
の
批
判
を
認
め
、
文
章
科
を
旧
制
に
戻
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

天
平
二
年
格
（
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
神
亀
五
年
勅
に
よ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
）
以
来
、
文
章
科
［
（
同
様
に
大
学
三
四
科
と
す
べ
き
で
あ
る
）
入

49　（203）



　
．
図
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
に
は
身
分
制
限
が
な
か
っ
た
が
、
弘
仁
十
一
年
に
三
品
以
上
の

（
秀
才
試
イ
秀
才
隻
墾
了
深
圭
省
試
イ
文
章
生
炎
臥
起
野
良
季
弟
子
孫
を
取
り
凡
流
を
灌
な
い
唐
の
昭
文
崇
文
園
館
学
勤
に
な
ら

　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍉
　
　
　
　
　
　
’
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
ヂ
…
；
i
…
…
…
程
　
　
　
　
　
〆
…
ξ
■
璽
…
…
…
．
…
非
良
家
　
い
、
文
章
生
を
「
良
家
子
弟
」
に
限
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）
点
線
に
つ
い
て
は
男
腹
赤
の
主
張
の
二
を
参
照
。
　
　
学
寮
が
詩
ま
た
は
賦
を
作
ら
せ
る
試
験
を
課
し
て
文
章
生
を
選
抜

⑦し
、
次
に
式
部
省
が
そ
の
中
か
ら
や
や
進
ん
だ
者
を
試
験
で
五
人
選
抜
し
て
「
俊
士
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
抜
き
ん
で
た
者
二
人
が
選

ば
れ
て
「
秀
才
生
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
秀
才
生
」
は
そ
の
名
の
通
り
秀
才
試
を
受
験
す
べ
き
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
新
文
章
科
制
度
を
図
式
化
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。

　
こ
の
新
制
度
に
批
判
を
加
え
た
の
が
都
腹
黒
で
あ
る
。
腹
当
の
主
張
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

一
、
貴
族
化
は
人
材
登
用
の
理
念
と
矛
盾
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
、
後
に
良
家
で
な
く
と
も
俊
士
に
補
す
こ
と
を
認
め
た
た
め
、
良
家
の
文
章
生
が
良
家
に
あ
ら
ざ
る
俊
士
の
下
と
な
り
、
貴
族
化
政
策
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
て
も
破
綻
し
て
い
る
。
秀
才
生
・
俊
士
と
名
称
が
別
で
も
、
課
試
を
受
験
す
る
際
の
扱
い
が
（
秀
才
試
を
受
験
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
）

　
　
違
わ
な
い
の
な
ら
、
い
た
ず
ら
に
節
顕
を
増
や
す
だ
け
で
政
途
に
益
が
な
い
。

三
、
秀
才
・
進
士
考
試
の
受
験
に
対
応
さ
せ
る
べ
く
設
置
し
た
文
章
得
業
生
を
「
秀
才
生
」
と
し
て
難
度
の
高
い
秀
才
試
の
み
に
応
じ
さ
せ
る

　
　
こ
と
は
、
受
験
者
の
減
少
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。

　
こ
の
腹
赤
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
、
俊
士
を
廃
止
し
、
秀
才
生
を
旧
号
に
復
し
て
文
章
得
業
生
と
し
、
文
章
生
資
格
を
天
平
二
年
格
に
戻
す

と
い
う
の
が
天
長
四
年
官
符
の
命
令
内
容
で
あ
る
。

　
以
下
研
究
史
を
私
な
り
に
ま
と
め
つ
つ
、
未
解
決
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
古
く
『
古
簡
集
影
』
八
解
説
・
和
田
英
松
氏
・
宮
地
直
一
氏
は
、
式
部
式
試
二
人
条
陣
頭
の
弘
仁
式
か
ら
延
喜
式
へ
の
改
訂
を
天
長
四
年
官

符
に
よ
る
も
の
と
し
て
お
ら
れ
た
。
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文
章
得
業
生
試
の
成
立
を
天
長
四
年
と
す
る
繕
論
に
お
い
て
私
は
王
氏
と
説
を
同
じ
く
す
る
が
、
二
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
一
つ
は
、
天
長
四
年
官
符
に
よ
っ
て
「
秀
才
生
」
が
旧
号
「
文
章
得
業
生
」
に
復
帰
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
式
文
冒
頭
「
秀
才
進
士

者
。
」
の
「
文
章
得
業
生
者
。
」
へ
の
改
訂
を
も
た
ら
す
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
三
白
は
秀
才
生
の
秀
才
試
に
応
ず
べ

き
も
の
と
い
う
性
格
が
名
称
復
帰
後
の
文
章
得
業
生
に
制
度
的
に
直
接
継
承
さ
れ
た
と
想
定
し
て
立
論
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
の
想
定

を
結
論
的
に
は
支
持
す
る
が
、
官
符
の
文
面
は
、
文
章
得
業
生
は
秀
才
・
進
士
両
試
に
応
ず
べ
き
も
の
と
い
う
旧
制
を
守
ろ
う
と
す
る
腹
赤
の

主
張
を
採
択
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
式
文
冒
頭
は
弘
仁
十
一
年
新
欄
以
前
の
制
度
の
集

大
成
で
あ
る
弘
仁
式
の
「
秀
才
進
士
者
。
」
　
の
ま
ま
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
は
他
の
史
料
を
も
用
い
て

図
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
、
僅
か
に
宮
地
罠
が
延
喜
式
に
「
後
営
造
レ
日
。
」
が
加
わ
り
手
続
き
が
一
層
丁
重
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
以
外
は
、
三

野
の
関
心
が
文
章
得
業
生
試
の
成
立
に
し
か
注
が
れ
ず
、
他
の
三
科
の
得
業
生
試
や
擬
文
章
生
試
の
成
立
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
が
何
ら
検
討

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

、
右
の
三
疵
の
説
に
対
し
て
桃
・
久
木
両
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
。

　
ま
ず
得
業
生
試
の
成
立
に
つ
い
て
。

　
轡
型
は
、
天
長
四
年
官
符
に
よ
っ
て
文
章
科
は
旧
制
に
復
し
た
も
の
の
、
秀
才
生
の
秀
才
試
の
み
に
応
じ
る
と
い
う
性
格
は
文
章
得
業
生
に

そ
の
ま
ま
継
受
さ
れ
、
秀
才
試
受
験
者
が
文
章
得
業
生
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
（
文
章
得
業
生
動
の
現
行
法
と
し
て
の
成
立
）
。
そ
し

て
そ
の
式
と
し
て
の
法
文
化
は
『
日
本
尊
母
』
延
喜
十
三
年
（
九
＝
二
）
五
月
四
日
条
に
載
せ
る
宣
旨

　
　
諸
道
得
業
生
課
試
期
七
年
已
上
。
方
略
試
文
章
得
業
生
丼
擬
文
章
生
、
二
二
博
士
上
蕩
二
三
人
叩

に
よ
り
て
な
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
宣
旨
に
よ
り
課
試
受
験
者
が
得
業
生
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
文
章
科
及
び
他
の
三
科
の
得
業
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⑬
　
　
　
　
　
⑭

生
制
度
が
確
立
し
、
そ
れ
を
基
に
延
喜
式
で
試
貢
魚
条
が
改
訂
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
久
木
氏
は
、
天
長
四
年
官
符
に
よ
る
文
章
科
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
完
全
復
旧
と
九
世
紀
半
ば
以
前
に
お
け
る
文
章
得
業
生
試
の
（
現
行
法
と
し
て
の
）
成
立
と
い
う
点
で
見
解
を
異
に
す
る
も
の
の
、
得
業
生
試

の
制
度
的
に
明
確
な
規
定
化
を
延
喜
十
三
年
宣
旨
に
よ
る
と
す
る
点
は
堕
民
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
次
に
擬
文
章
生
試
の
成
立
に
つ
い
て
。
桃
氏
は
擬
文
章
生
の
初
見
を
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
の
「
擬
生
矢
田
部
名
実
」
と
し
、
擬
文
章
生
試
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
⑲

創
始
も
そ
れ
に
近
か
ろ
う
と
し
、
得
業
生
試
と
同
様
に
延
喜
式
で
の
式
文
化
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。
久
木
氏
は
、
『
都
琉
文
集
』
巻
五
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
評
コ
定
擬
文
章
生
詩
第
一
事
」
に
合
格
者
と
し
て
見
え
る
「
御
船
弘
方
」
が
『
菅
家
文
盲
』
5
7
「
冬
日
、
賀
二
船
進
士
登
科
白
魚
感
二
流
年
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
「
船
進
士
」
そ
の
人
と
す
れ
ば
、
擬
文
章
生
の
初
見
は
貞
観
十
二
年
と
な
る
と
し
て
桃
説
を
訂
正
す
る
。
さ
ら
に
島
田
忠
臣
の
　
『
田
氏
家

勘
下
の
「
省
試
。
賦
劃
得
奪
還
二
合
浦
吻
翻
兼
備
鵡
。
」
の
年
次
が
『
蒙
董
』
三
月
輩
一
舞
論
叢
注
の
苗
進
士
」
（
茎
早

生
島
田
忠
臣
）
以
前
で
あ
る
か
ら
、
道
真
の
詩
の
作
ら
れ
た
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
に
は
文
章
生
試
が
省
試
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
擬
文

章
生
も
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
し
か
し
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
文
章
生
試
が
広
量
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
の
確
認
で
き
る
最

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

後
の
天
長
二
年
（
八
二
五
）
以
後
と
し
た
上
で
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
の
文
章
博
士
増
員
（
一
名
↓
二
名
）
と
同
時
か
ど
う
か
微
す
べ
き
史
料
が
な

い
と
し
て
判
断
を
保
留
し
て
お
ら
れ
る
。
式
文
化
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
貞
観
式
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
両
玩
の
研
究
に
よ
っ
て
、
大
学
寮
四
面
全
体
の
得
業
生
試
と
文
章
科
の
擬
文
章
生
試
の
成
立
の
聞
題
が
初
め
て
検
討
課
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

　
し
か
し
各
氏
が
天
長
四
年
に
文
章
得
業
生
試
が
現
行
法
上
成
立
し
た
と
し
、
久
木
茂
も
九
世
紀
半
ば
以
前
に
そ
う
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ

の
式
文
化
が
貞
観
式
で
な
く
延
喜
式
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
延
喜
十
三
年
宣
旨
を
法
源
と
し
た
と
す
る
点
は
理
解
し
難
い
。
そ
れ
は
両
氏

が
、
天
長
四
年
官
符
に
よ
り
式
制
度
上
は
弘
仁
式
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
の
問
題
は
他

の
史
料
を
も
用
い
て
解
決
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
擬
文
章
生
試
の
成
立
に
つ
い
て
も
久
木
属
に
よ
る
研
究
の
進
展
は
評
価
で
き
る
も
の
の
、

属
が
そ
れ
を
文
章
生
試
の
省
試
と
し
て
の
成
立
と
同
一
事
と
さ
れ
る
の
は
（
結
論
的
に
は
よ
い
と
私
も
思
う
が
）
厳
密
さ
を
欠
い
て
お
り
、
再
検
討
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が
必
要
で
あ
る
。
以
下
次
節
に
お
い
て
詳
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
三
節
　
延
喜
式
部
・
大
学
式
の
遡
源
的
考
察

　
1
　
得
業
生
試

　
桃
・
久
木
氏
が
延
喜
式
で
の
試
諸
人
条
の
得
業
生
試
制
度
へ
の
改
訂
の
法
源
と
し
た
延
喜
十
三
年
宣
旨
が
、
何
を
定
め
る
法
令
だ
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
、
考
察
を
始
め
た
い
。

　
桃
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
宣
旨
の
「
諸
道
得
業
生
課
試
期
七
年
已
上
。
」
は
延
喜
式
の

　
　
凡
得
業
生
。
補
了
更
学
七
年
已
上
。
可
一
一
課
試
一
之
状
。
依
二
本
司
解
一
申
レ
官
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
式
部
式
上
）

　
　
凡
得
業
生
者
。
補
了
更
学
七
年
已
上
。
不
レ
計
二
前
年
蛤
待
二
本
道
博
士
挙
叩
録
下
愚
二
課
試
一
之
状
上
申
レ
省
。
鞭
轡
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
学
式
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ず
レ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
傍
線
部
分
の
法
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
方
略
重
文
章
得
業
生
井
擬
文
章
生
」
は
、
「
文
章
得
業
生
に
方
略
試
、
擬
文
章
生
に
文
章

生
試
を
受
験
さ
せ
た
場
合
（
の
評
定
）
に
は
」
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
召
二
博
士
上
膓
二
三
人
一
」
と
い
う
の
は
、
延

喜
式
部
式
試
貢
人
条
の
「
与
二
文
章
博
士
及
儒
士
二
三
人
等
一
半
」
及
び
式
部
式
上
の

　
　
凡
擬
文
章
生
者
。
春
秋
二
仲
月
試
之
。
試
了
喚
ご
文
章
博
士
迂
儒
士
二
三
人
品
定
共
催
コ
定
点
等
等
喝
奏
聞
即
急
之
。
文
章
得
業
生
試
了
判
定
奏
聞
亦
同
。

の
傍
線
部
分
の
も
と
に
な
り
、
『
朝
野
群
載
』
（
以
下
『
群
載
』
と
略
称
）
巻
十
三
に
収
め
る
二
通
の
「
式
部
省
詩
碑
評
定
文
」
及
び
三
通
の
「
式

部
省
対
策
文
評
定
文
」
の
署
名
欄
が
文
章
博
士
二
人
、
二
・
三
人
の
二
士
と
省
輔
二
人
か
ら
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
規
定
に
基
く
も
の
と
考
え

　
　
⑳

ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
延
喜
十
三
年
宣
旨
が
以
上
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
式
部
式
試
貢
人
里
の
得
業
生
試
制
度
へ

の
改
訂
と
は
切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
得
業
生
試
の
式
文
化
は
貞
観
式
で
な
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
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図
3

（
文
章
科
）

困
閑
T
（
対
策
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
業

距
離
聾
挙
刊
『
華
（
省
試
）
凱
轄
纏
縫
制
学
箋
学
）

－
「
（
方
略
宣
匙
七
生
漕
）
レ
」
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（
明
経
科
）

（
賜
経
試
）
げ
鰐
難
慰
葺
明
経
生
↑
（
入
学
）

（
問
者
生
試
）

明
経
問
者
比

（
明
法
科
）

（
明
法
試
）

」
「
鷲
犠
醤
鞍
情

明
法
生

（
算
　
　
科
）

（
算
　
　
試
）

－
「
離
縫
墓
」箕

生

　
　
　
　
　
　
（
注
）
　
「
算
試
」
は
、
原
図
で
は
「
算
得
業
生
試
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
朋
経
試
」
・
「
明
法
試
」
と
の
統
一
を
取
る
べ
く
改
め
た
。

　
ま
ず
『
都
氏
文
集
』
巻
五
の
「
評
訓
定
心
子
従
八
位
上
長
統
朝
臣
貞
行
時
務
策
文
墨
一
事
」
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
草
案
二
圏
家
之
制
「
文
章
得
業
生
甲
山
文
章
生
等
、
得
レ
試
定
レ
第
、
皆
有
二
四
科
つ
至
二
予
進
士
ハ
独
設
三
一
科
『
因
レ
此
頃
年
者
、
此
業
者
徒
論
二
点
額
之

　
　
愁
ハ
未
レ
見
二
奮
鰭
之
勢
一
。
今
貞
行
之
対
、
推
二
之
甲
乙
一
襲
而
難
レ
登
。
設
有
二
丙
丁
ハ
地
縛
可
レ
及
。

都
良
香
の
評
定
文
の
趣
旨
は
、
進
士
試
が
甲
乙
菌
丁
の
四
段
階
評
定
方
式
で
あ
れ
ば
長
唄
貞
行
を
丙
か
丁
で
及
第
さ
せ
ら
れ
る
が
、
実
際
は
選
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⑳

叙
・
考
課
令
に
よ
る
甲
乙
の
二
段
階
方
式
な
の
で
不
合
格
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
評
定
文
が
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
れ
た
当
時
（
網
掛
の
卒
す
る
元
慶
三
年
以
前
）
の
「
国
家
之
制
」
が
「
文
章
得
業
生
土
製
文
章
生
等
、
得
レ
試
定
レ
第
、
専
有
二
四
科
幻
」
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
延
喜
式
部
式
試
製
人
寿
に
見
る
よ
う
な
文
章
得
業
生
試
・
擬
文
章
生
試
は
、
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
撰
進

施
行
の
貞
観
式
で
既
に
式
文
化
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
文
章
得
業
生
試
の
評
定
が
「
四
科
」
即
ち
四
段
階
方

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

式
で
、
進
士
試
が
そ
れ
と
別
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
文
章
得
業
生
試
が
上
上
・
上
中
・
上
下
・
中
上
を
及
第
と
す
る
令
制
秀
才
試

の
後
身
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
が
秀
才
試
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
文
章
科
の
「
方
略
宣
旨
」
と
他
の
三
科
の
「
准
得
業
生
宣
旨
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
れ
ら
の
宣
旨
は
、
桃
氏
の
作
成
さ
れ
た
平
安
時
代
課
試
制
度
図
（
図
3
）
に
よ
れ
ば
、
正
規
の
受
験
者
で
あ
る
得
業
生
以
外
の
者
が
受
験
す

る
際
に
蒙
る
も
の
で
あ
る
。
文
章
科
の
そ
れ
が
「
方
略
宣
旨
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
文
章
得
業
生
試
が
方
略
策
二
条
を
課
す
秀
才
試
と
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
を
裏
打
ち
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
宣
旨
が
得
業
生
試
成
立
を
考
え
る
の
に
有
効
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
と
考
え
る
。
即
ち

方
略
・
准
得
業
生
宣
旨
を
確
認
で
き
る
時
点
に
は
大
学
寮
四
壁
の
得
業
生
試
が
制
度
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
そ
の
実
例
は
四
学
科
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
遡
り
う
る
か
と
い
う
と
、
文
章
科
で
は
貞
観
年
間
の
菅
野
惟
肖
・
滋
野
良
幹
（
十

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

五
年
）
、
明
経
科
で
は
貞
観
十
八
年
以
前
の
小
野
安
立
、
明
法
科
で
は
村
上
朝
（
九
四
六
～
九
六
七
）
の
檜
前
春
風
、
学
科
で
は
貞
観
七
年
の
大
宅

　
⑰
　
　
　
鐙

山
善
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
宣
旨
の
制
度
が
個
別
に
成
立
し
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
最
も
古
い
貞
観
七
年
を
取
っ
て
そ
れ
以
前
に
遡
る
と
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
大
学
寮
四
科
の
得
業
生
試
は
、
貞
観
式
の
撰
進
施
行
に
よ
っ
て
初
め
て
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
貞
観
七
年
以
前

に
成
立
し
て
い
た
の
が
貞
観
式
に
定
着
せ
し
め
ら
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
国
史
所
見
の
課
試
関
係
記
事
を
検
討
し
て
み
た
い
。
国
史
に
お
け
る
、
麗
筆
伝
の
形
で
な
い
、
課
試
の
結
果
及
び
そ
れ
に
伴
う
叙

位
に
つ
い
て
の
記
事
を
集
め
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
受
験
者
が
全
て
得
業
生
で
、
文
章
科
の
受
験
科
目
が
知
ら
れ

る
限
り
皆
秀
才
試
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
文
章
得
業
生
の
受
験
の
秀
才
試
へ
の
一
本
化
を
含
む
大
学
寮
四
科
の
得
業
生
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表
互
　
国
史
所
見
の
課
試
関
係
記
事

国
　
　
史

続
日
本
後
紀

続
日
本
後
紀

日
本
三
代
実
録

日
本
三
代
実
録

罠
本
三
代
実
録

日
本
三
代
実
録

年
　
　
月
　
　
日

承
和
　
山ハ

E
　
一
　
一
　
・
　
五
癸
未

聞
　
　
分

一
文
華
菱

〃
　
○
・
　
五
・
一
五
癸
卯

tl

天
安
二
・
　
九
・
一
五
癸
酉

貞
㎞
観
　

二
・
　
山
ハ
・
　
一
四
癸
口
］

明
経
得
業
生

丁
襲
撃
業
生

〃
ご
∵
　
九
・
＝
庚
申

元
慶
七
・
＝
∵
二
七
己
来

文
章
得
業
生

11

受

　
験
　
　
者

原
　
是
善

備

考

菅

中
上
、
進
叙
三
階

和
気
貞
臣
］
不
第

繭
細
細
離

奉
需
給
科
、
進
二
階
嗣

味
酒
文
雄
　

菅
　
原
　
道
真

対
策
及
第
、
加
叙
　
二
階
…

中
上
第
、
加
進
三
階
の
と
こ
ろ
正
六
位

下
に
よ
り
加
叙
一
階

紀
　
長
　
谷
　
雄
　
　
丁
科
、
叙
位
三
階

　
　
　
　
　
注
ω
　
文
章
科
の
「
三
階
」
、
明
経
科
の
「
二
階
」
の
昇
叙
は
、
秀
才
・
明
経
試
の
中
上
第
合
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
序
注
②
前

　
　
　
　
　
　
　
　
掲
野
村
氏
論
文
参
照
。

　
　
　
　
　
注
②
　
紀
長
谷
雄
の
「
丁
科
」
に
つ
い
て
は
本
節
5
㈲
を
参
照
。

　
　
　
　
　
注
圖
　
大
学
寮
四
科
以
外
の
課
試
関
係
記
事
と
し
て
日
本
三
代
実
録
貞
観
八
・
五
・
九
壬
子
条
に
医
得
業
生
狛
人
品
宮
成
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
奉
試
及
第
、
進
位
二
階
）
が
あ
る
。

試
が
成
立
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
得
業
生
の
課
試
の
結
果
が
国
史
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
得

業
生
試
の
成
立
は
承
和
六
年
（
八
三
九
）
以
前
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
三
つ
の
視
角
か
ら
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
得
業
生
試
の
成
立
が
遅
く
と
も
貞
観
七
年
以
前
、
さ
ら
に
は
承
和
六

年
以
前
に
遡
り
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。

　
2
　
文
章
得
業
生
試
問
頭
上
宣
制

　
初
見
は
『
符
宣
抄
』
第
九
の
都
良
香
に
文
章
得
業
生
藤
原
佐
世
を
問
わ
し
め
よ
と
す
る
貞
観
十
六
年
七
月
二
十
三
日
付
宣
旨
だ
が
、
同
じ
く

『
符
宣
抄
』
第
九
に
都
良
香
に
尾
張
橡
滋
野
良
幹
を
問
わ
し
め
よ
と
す
る
貞
観
十
五
年
五
月
二
十
七
日
付
宣
旨
が
あ
る
。
良
幹
は
文
章
得
業
生

で
な
い
が
、
方
略
宣
旨
を
蒙
っ
た
後
は
同
じ
扱
い
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
制
度
の
成
立
は
貞
観
十
五
年
以
前
に
遡
る
。
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文章得業生試の成立（古藤）

　
3
　
文
章
得
業
生
試
評
定
文
章
博
士
儒
士
参
加
制

　
「
文
章
博
士
及
儒
士
二
三
人
等
」
　
の
評
定
へ
の
参
加
が
延
喜
十
三
年
宣
旨
に
基
く
こ
と
は
一
で
述
べ
た
。
宮
地
氏
が
指
摘
さ
れ
た
　
「
後
更

定
レ
日
。
」
は
、
評
定
陣
の
強
化
に
伴
っ
て
付
加
さ
れ
た
文
言
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
や
は
り
同
宣
旨
を
法
源
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
4
　
擬
文
章
生
試

　
「
試
二
擬
文
章
生
一
。
亦
准
二
此
儀
ご
に
関
連
す
る
延
喜
式
の
規
定
と
し
て
は

。
史
料
A
（
式
部
式
上
）

　
　
並
肉
文
章
生
者
。
春
秋
二
仲
課
試
之
。
試
了
喚
ご
文
章
博
士
及
儒
士
二
三
人
団
平
共
融
コ
定
其
等
第
八
奏
聞
即
補
之
。
文
章
得
業
生
試
了
判
定
奏
聞
亦
同
。

○
史
料
B
（
式
部
式
上
）

　
　
凡
補
一
一
文
章
生
一
者
。
試
二
詩
賦
一
取
二
丁
第
已
上
鴨
若
野
壷
輩
。
猶
願
二
一
割
一
剣
。
不
レ
限
一
一
度
数
一
試
之
。

○
史
料
C
（
大
学
式
文
章
生
試
条
）

　
　
凡
擬
文
章
生
。
毎
年
春
秋
簡
試
。
以
二
丁
第
已
上
者
一
品
二
文
章
生
鴨
縦
落
第
墨
斑
猶
願
二
一
割
噸
聴
二
任
挙
｝
之
．
、

が
あ
る
。
「
擬
文
章
生
」
と
は

○
史
料
D
（
大
学
式
擬
生
条
）

　
　
凡
擬
文
章
生
。
以
二
廿
人
一
為
レ
限
。
補
二
其
翻
［
者
。
待
二
博
士
挙
閃
即
寮
博
士
共
融
一
二
史
文
五
条
℃
以
下
通
一
一
三
以
上
一
眠
上
補
之
。
樹
高
レ
住
二
本
家
一
旦
不
レ

　
　
得
曳
貝
潔
端

と
あ
る
よ
う
に
、
定
員
が
二
十
人
で
、
大
学
寮
の
官
人
と
文
章
博
士
が
選
抜
試
験
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
「
試
二
恩
文
章
生
叩

亦
准
二
三
儀
叩
」
と
は
、
大
学
寮
の
擬
文
章
生
に
式
部
省
が
二
月
と
八
月
に
詩
賦
形
式
の
試
験
を
課
し
て
、
軍
官
と
「
文
章
博
士
及
二
士
二
三
人
」

の
評
定
に
よ
り
、
雲
上
以
上
を
合
格
と
し
て
文
章
生
に
補
す
る
試
験
で
あ
っ
た
。
文
章
生
を
選
抜
す
る
試
験
と
い
う
こ
と
で
は
、
延
暦
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
七
八
九
）
を
確
実
な
初
見
と
す
る
寮
試
と
し
て
の
文
章
生
試
と
同
じ
だ
が
、
擬
文
章
生
が
正
規
の
受
験
者
と
し
て
置
か
れ
、
省
試
と
し
て
行
わ
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れ
る
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
擬
文
章
生
の
用
語
と
し
て
の
初
見
は
久
木
磯
の
指
摘
の
通
り
貞
観
十
二
年
で
よ
い
が
、
「
登
窯
宣
旨
」
　
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
そ
の
存
在

を
さ
ら
に
遡
っ
て
想
定
で
き
る
。
「
登
省
宣
旨
」
と
は
、
上
前
が
図
3
で
図
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
擬
文
章
生
で
な
い
者
が
擬
文
章
生
試
を
受
験

す
る
際
に
蒙
る
宣
旨
で
あ
る
。
『
言
論
抄
』
第
九
に
は
、
鼻
嵐
朝
臣
長
者
等
五
人
を
春
の
文
章
生
試
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
る
貞
観
八
年

　
（
三
力
）

閏
正
月
十
五
碍
管
宣
旨
を
最
も
古
い
も
の
と
し
て
、
二
十
四
通
の
登
省
宣
旨
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
は
擬
文
章

生
試
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
即
ち
擬
文
章
生
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
る
。
さ
て
久
木
氏
は
文
章
生
試
が
省
試
と
し
て
行
わ
れ

た
と
い
う
点
か
ら
、
擬
文
章
生
の
存
在
を
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
に
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
ら
れ
た
。
私
は
結
論
と
し
て
、
文
章
生
試
が
寮
試
か
ら

省
試
に
な
る
の
と
擬
文
章
生
が
設
置
さ
れ
る
の
と
は
同
時
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
省
試
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
漏
壷
文
章
生
の
存
在
を
示
す

と
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
文
章
生
試
が
先
に
省
試
と
な
り
、
そ
の
後
で
擬
文
章
生
が
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
も
論
理
的
に
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
文
章
生
試
の
省
試
と
し
て
の
初
見
は
斉
衡
二
年
で
は
な
く
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

紀
伝
道
（
文
章
科
）
の
故
実
書
で
あ
る
『
桂
林
遺
芳
抄
』
寮
省
之
試
事
に

　
　
承
和
六
年
春
五
星
若
二
連
珠
一
詩
。
及
第
三
人
。
鵜
齪
耐
細
螺
勝
踊
孫
王
茂
世
王
。
雛
搬
珊
購
仲
　
三
原
永
道
。
文
長
河
。

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
承
和
六
年
春
に
行
わ
れ
た
文
章
生
試
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
式
部
少
輔
藤
原
氏
宗
が
判
に
加
わ
っ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
⑪

記
録
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
文
章
生
試
が
省
試
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
擬
文
章
生
試
の
成
立
は

貞
観
八
年
以
前
、
も
し
そ
れ
が
文
章
生
試
の
省
試
化
と
同
時
と
す
れ
ば
承
和
六
年
以
前
に
遡
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
式
へ
の
定
着
は
一
と

同
様
貞
観
式
で
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
延
喜
式
部
式
試
土
人
条
の
う
ち
、
文
章
得
業
生
試
・
擬
文
章
生
試
の
評
定
へ
の
文
章
博
士
・
儒
官
の
参
加
は
延
喜
十
三
年
宣
旨

を
法
源
と
し
て
延
喜
式
で
式
文
化
す
る
も
の
の
、
得
業
生
試
．
擬
文
章
生
試
の
式
文
化
は
貞
観
式
で
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
貞
観
十
五
年
を

初
見
と
す
る
文
章
得
業
生
試
問
頭
上
宣
旨
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
得
業
生
試
の
成
立
は
貞
観
七
年
（
さ
ら
に
は
承
和
六
年
）
、
魚
文
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文章得業生試の成立（古藤）

章
生
試
の
そ
れ
は
貞
観
八
年
（
さ
ら
に
は
承
和
六
年
）
以
前
に
そ
れ
ぞ
れ
遡
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
成
立
は
何
時
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
や
は
り
そ
れ
を
天
長
四
年
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
章
得
業
生
試
に
つ
い
て
は
、
秀
才
生
の
秀
才
試
の
み
に
応
じ
る
と

い
う
性
格
が
文
章
得
業
生
に
直
接
継
承
さ
れ
た
と
す
る
『
書
簡
集
影
』
・
和
田
・
宮
地
三
氏
の
想
定
が
有
効
と
考
え
る
。
擬
文
章
生
試
に
つ
い

て
は
、
弘
仁
十
一
年
号
の
俊
士
・
文
章
生
と
文
章
生
・
擬
文
章
生
の
両
制
度
は
定
員
や
試
験
の
方
式
と
い
う
点
で
同
一
で
な
い
も
の
の
、
式
部

省
・
大
学
寮
の
二
段
階
選
抜
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
共
通
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
私
は
、
俊
士
が
廃
止
さ
れ
る
に
際
し
て
寮
試
で
選
抜
さ
れ
る

擬
文
章
生
が
新
設
さ
れ
、
そ
れ
を
正
規
の
受
験
者
と
す
る
省
試
と
し
て
の
文
章
生
試
が
創
始
さ
れ
た
と
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
さ
ら
に
、
や
や
決
め
手
に
は
欠
け
る
が
、
制
度
と
い
う
も
の
の
体
系
性
・
整
一
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
他
の
三
科
の
得
業
生
試
も
文
章
科

に
倣
う
形
で
同
時
に
成
立
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
方
略
・
准
得
業
生
宣
旨
、
文
章
得
業
生
試
問
頭
上
宜
制
、
登
省
宣
旨
等
の

宣
旨
に
つ
い
て
も
、
得
業
生
試
・
擬
文
章
生
試
の
成
立
と
同
時
と
ま
で
は
い
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
下
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
時
点
に
成
立

し
た
も
の
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

　
も
っ
と
も
右
の
よ
う
な
想
定
に
は
様
々
な
反
論
が
な
さ
れ
よ
う
。
得
業
生
試
・
擬
文
章
生
試
の
成
立
は
天
長
四
年
以
後
承
和
ま
た
は
貞
観
ま

で
の
間
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
両
者
は
別
々
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
、
等
々
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
天
長
四
年
が
文
章
科
を
中
心
と

す
る
新
し
い
試
験
・
学
科
制
度
成
立
の
年
で
あ
り
、
そ
の
新
制
度
が
貞
観
・
延
喜
式
舗
の
基
本
的
な
骨
格
に
な
っ
た
と
敢
え
て
提
評
し
た
い
と

思
う
。

　
5
　
文
章
生
試
に
関
す
る
そ
の
他
の
制
度

　
1
～
4
で
は
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
式
部
式
試
貢
人
条
の
弘
仁
・
延
喜
両
式
間
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
延
喜
式
制

の
基
本
的
な
枠
組
の
天
長
四
年
に
お
け
る
成
立
と
貞
観
式
で
の
式
文
化
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
が
文
章
科
試
験
制
度
の
他
の

規
定
、
即
ち
4
前
掲
の
史
料
A
～
D
の
成
立
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

　
　
ω
「
春
秋
（
二
仲
月
）
」
（
史
料
A
・
C
）
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fi　P　文章生試の実施時期（9世1紀末まで）

年 圃・1 季1合儲1 典　拠・備　考

弘仁13 9

天長元

tt　2

　　　　　ト
天長3以前1

天長4以前i

　　”　i
承梯　　i

tt　6

補i秋

秋
辱

秋

貞観2

tt　2

凹26
4

tt　4

tt　8

tt　11

4
戸
D
1
1

　
3
4
一

　
臣

8201

It　15

tt　18

元慶2

元慶3以前．

2

元慶3 11o
1

tt　8

tt　8

仁和2

L鉱
i　10

19

10

21

秋
亙
亙

春

月

寛平2

tt　5

tt　5

tt　8 2

昌泰元

tt　3 T

補i

　　｝春

亙霧
後1

後

補

補

・gi後

春
一
春

秋

春

22

15

秋

春

塗
禰

圃

春
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春澄善縄

藤原関雄

山田古下

土　長江

多治比文雄

安倍清行

王
道
河

轟
長

茂
三
文

都　良三

橋　広相

菅原道真

藤原興趣
三善清行

紀長谷雄

良峯秀崇

藤原菅根
矢田部名実

藤原道明
橘　澄清

平　篤行

藤原邦基

紀　淑望

藤原当愚
蒙　淑光

平　中興

公卿補任承和14年条，経国集巻13「醗頭秋月明」

公卿補任貞観2年条頭書。但し俊士試

文徳実録仁寿3年2月甲戌（14）条卒伝

経国肘杖13「秋雨」，文徳実録食置3年12月丁丑
（21）条卒俵

経国集巻13「秋」

経国集巻13「秋興」

古今稲歌集目録

桂林遺芳抄

古今和歌集目録

公卿補任元慶8年条

菅家文語522，公論補任寛平5年条

里乱曲第9日雀宣旨

tt

公卿補任延喜11年条
公卿補任延喜17年条

公卿補任延喜2年条

数二二第g登賓宣旨

都氏文集巻5「秋上実」

古今和歌集自評

公卿補任延喜8年条，古今和歌集目録（「龍図授義」）

古今和歌集目録（「龍図授警」）。春（菅根と同題）か

置紋抄第9登省宣旨

公卿補任延喜9年条
公卿補任延喜：13二条

古今和歌集目録「春闘川風」

公卿補任延喜21年条

古今和歌集目録

公卿捕任延喜23年条
公卿補任承平4年条

古今和歌集目録（但し父の譲によるもの）

凡例1　「補」は文章生に補された月日，「後」はその後に文章生試が実施されたことを示す。

凡例2　年の欄の天長3，4，元慶3以前はそれぞれ任官の初見，経国集の撰進，都調香の卒

　　　　去によるものである。
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文章得業生試の成立（古藤）

　
史
料
A
・
C
に
よ
れ
ば
延
喜
式
に
お
け
る
擬
文
章
生
試
は
春
二
月
と
秋
八
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
式
文
の
成
立
を
考
え

る
た
め
に
、
文
章
生
試
が
一
年
の
う
ち
の
何
時
実
施
さ
れ
た
か
が
知
ら
れ
る
事
例
を
集
め
た
の
が
表
H
で
あ
る
。

　
実
施
月
に
つ
い
て
見
る
と
、
貞
観
四
年
・
同
八
年
・
同
十
一
年
・
仁
和
二
年
は
明
ら
か
に
式
文
と
不
一
致
で
あ
り
、
文
章
生
へ
の
補
任
が
九

月
（
弘
仁
十
三
年
）
・
四
月
（
貞
観
二
年
）
・
十
月
（
元
慶
三
年
）
・
六
月
（
元
慶
八
年
）
の
場
合
、
試
験
の
実
施
が
二
・
八
月
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不

明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
し
四
季
の
記
載
を
見
て
い
く
と
全
て
春
秋
で
あ
り
、
貞
観
四
・
八
年
の
場
合
は
実
施
が
二
月
を
過
ぎ
て
お
り
な
が
ら
春
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
記
の
不
一
致
例
は
延
引
等
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
春
秋
の
実
施
は
か
な
り
早
く
、
寮
試
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
文
章
生
試
を
行
う
弘
仁
十
一
年
制
下
の
同
十
三
年
に
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
式
文
化
に
は
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　
一
つ
は
、
文
章
生
試
の
春
秋
二
仲
之
実
施
規
定
は
弘
仁
大
学
式
に
遡
り
、
弘
仁
十
一
年
制
で
も
変
わ
り
は
な
く
、
後
に
擬
文
章
生
試
の
成
立

に
と
も
な
い
式
部
省
・
大
学
寮
の
制
度
と
な
り
、
貞
観
式
で
史
料
A
・
C
の
如
く
省
・
寮
両
度
文
へ
と
規
定
し
直
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
弘
仁
大
学
式
に
は
遡
ら
ず
、
弘
仁
十
一
年
制
に
よ
っ
て
大
学
寮
の
制
度
と
し
て
創
始
さ
れ
、
天
長
四
年
に
及
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

省
・
寮
の
制
度
と
な
り
、
貞
観
式
で
初
め
て
式
部
・
大
学
式
（
史
料
A
・
C
の
前
身
）
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
②
「
試
二
詩
賦
二
（
史
料
B
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
の
南
淵
弘
貞
の
そ
れ
を
初
見
と
す
る
文
章
生
試
全
署
及
第
答
案
は
全
て
詩
賦
試
の
形
式
に
よ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
弘

仁
大
学
式
に
文
章
生
試
を
詩
賦
試
と
し
て
行
う
規
定
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
文
章
生
試
の
省
試
化

を
経
て
、
貞
観
式
で
式
部
式
に
配
置
替
え
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
一
方
、
弘
仁
十
一
年
潮
が
わ
ざ
わ
ざ
「
試
二
詩
若
賦
こ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
弘
仁
大
学
式
に
明
文
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
か
も
し
れ
ず
、
と
す
れ
ば
こ
の
規
定
が
貞
観
式
部
式
で
初
め
て
成
立
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
㈲
「
丁
第
巳
上
」
（
史
料
B
・
C
）

61（2王5）



層
表
』
　
紺
策
評
定
名
称

受
験
者

評
定
年
月
日

評
定
名
称

典

拠

＊
春
芝
生
縄
天
長
七

丙
第
（
後
に
乙
第
）
　
三
代
実
録
貞
観
＝
一
・
二
・
一
九
平
門
条

＊
菅
原
且
蛋
轡
　
承
…
和
　
六
・
一
一
・
　
五
　
　
中
上

傭
覗
後
影
承
和
六
・
一
～
・
癸
未
（
5
）
条

大
江
音
人
　
　
〃
　
一
二
・
　
四
・
一
九
　
不
第
（
後
に
丁
第
）
　
公
卿
補
任
貞
観
六
年
条

．
山
田
春
城
　
　
〃
　
一
二

下
司
（
後
に
丁
第
）
　
文
徳
実
録
天
安
二
・
六
・
己
酉
（
2
0
）
条

＊
都
　
幽
香
　
貞
観
＝
・
　
六
・
一
九
　
丙
科

古
今
和
歌
集
目
録

＊
菅
原
道
真
　
　
　
一
二
・

＊
藤
原
佐
世
　
　
〃
　
一
六

中
上
　
　
　
　
　
　
　
剛
堅
文
集
巻
芯
、
菅
家
毒
草
鰯
・
珊

不
第
（
後
に
中
上
）
　
都
氏
文
集
巻
五
、
符
帰
趨
第
九

菅
野
惟
肖
　
貞
観
中

中
上

都
氏
文
集
巻
五
、
菅
家
毒
草
捌

一
二
二
　
七
己
二
条

　
凡
例
　
＊
は
文
章
得
業
生
と
し
て
受
験
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

う
ま
で
も
な
い
）
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
何
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
文
章
生
試
の
評
定
方
式
が
準
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
す
れ
ぼ
こ
の
制
度
の
成
立
は
天
長
七
年
以
前
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
そ
の
式
文
と
し
て
の
成
立
で
あ
る
が
、
や
は
り
二
通
り
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
つ
は
弘
仁
大
学
式
に
遡
る
可
能
性
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
擬
文
章
生
試
成
立
に
基
く
貞
観
式
部
・
大
学
式
へ
の
規
定
の
し
直
し
が
必
要
と

な
る
。

　
も
う
一
つ
は
貞
観
式
部
・
大
学
式
で
初
め
て
成
立
し
て
そ
れ
が
延
喜
式
文
（
史
料
B
・
c
）
に
直
接
継
承
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の

場
合
、
制
度
の
創
始
は
、
弘
仁
十
一
年
制
の
文
章
生
試
、
同
制
の
俊
土
留
、
そ
の
両
者
、
天
長
四
年
成
立
時
の
擬
文
章
生
試
の
い
ず
れ
か
に
あ

　
第
二
節
で
も
触
れ
た
貞
観
十
二
年
に
御
船

弘
三
等
七
人
を
合
格
と
し
た
都
良
香
の
評
定

「
丁
第
」
（
『
都
氏
文
集
』
巻
五
）
が
擬
文
章
生

試
と
し
て
は
最
も
古
い
。
し
か
し
表
皿
を
見

て
頂
き
た
い
。
こ
れ
は
対
策
に
合
格
し
た
者

（一

U
不
合
格
と
な
り
な
が
ら
後
に
合
格
と
寸
寸

さ
れ
た
者
も
含
む
）
の
う
ち
そ
の
評
定
の
知
ら

れ
る
事
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
中
上
」

は
選
叙
令
秀
才
出
身
条
・
考
課
令
秀
才
条
に

基
く
令
制
秀
才
試
の
評
定
だ
が
、
そ
れ
に
混

じ
っ
て
甲
乙
四
丁
方
式
の
評
定
（
四
段
階
方
式

だ
か
ら
進
士
試
で
な
く
秀
才
試
で
あ
る
こ
と
は
言
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文章得業生試の成立（古藤）

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
㈲
「
猶
願
二
割
こ
（
史
料
B
・
c
）

　
既
に
久
木
茂
が
文
室
長
省
（
貞
観
九
年
落
第
、
十
二
年
及
第
）
・
清
原
善
胤
（
頁
観
＋
一
年
落
第
、
＋
二
年
及
第
）
・
惟
良
高
望
（
貞
観
九
・
＋
二
年
共
に

落
第
）
・
藤
原
経
由
（
貞
観
九
・
＋
二
年
共
に
落
第
、
十
五
年
及
第
）
等
の
受
験
事
例
を
挙
げ
て
、
こ
の
規
定
が
貞
観
式
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
い
か
と
い
う
剰
れ
た
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。
私
も
貞
観
式
で
の
式
文
化
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
、
制
度
の
始
源
は
㈲
と

同
様
弘
仁
十
一
年
か
天
長
四
年
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
や
は
り
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
弘
仁
大
学
式
で
成
立
し
、
擬
文
章
生
試
の
成
立
に
よ
る
貞
観
式
部
・
大
学
式
へ
の
再
規
定
化
が
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
㈲
　
大
学
式
擬
生
条
（
史
料
D
）

　
「
試
二
一
落
文
五
条
詔
（
一
史
と
は
『
史
記
』
．
『
漢
書
』
・
『
後
漢
書
』
の
三
史
の
う
ち
の
一
つ
）
に
つ
い
て
は
『
菅
家
文
草
』
6
1
の
詩

　
　
書
レ
懐
、
寄
二
安
才
子
叩

　
　
肩
界
萢
漢
百
篇
書
　
大
学
門
前
日
出
初

　
　
若
不
揚
名
資
禄
養
　
何
愁
暦
尾
数
行
余

　
　
　
君
、
有
下
歳
莫
暫
停
二
寮
試
一
之
嵯
加

が
注
目
さ
れ
る
。
「
安
才
子
」
が
貞
観
十
二
年
暮
に
「
萢
漢
百
篇
書
」
即
ち
『
後
漢
書
』
で
寮
試
を
受
験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

が
中
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
で
、
こ
の
制
度
が
当
時
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
試
験
の
方
式
、
合
格
基

準
、
擬
文
章
生
の
定
員
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
は
擬
文
章
生
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
貞
観
式
で

初
め
て
式
文
化
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
成
立
も
天
長
四
年
ま
で
遡
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
「
其
不
レ
住
二
寮
家
一
望
不
レ
得
一
三
丸
形
吻
」
は
擬
文
章
生
の
み
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
学
生
一
般
に
つ
い
て
、
課
試
を
受
験
す
る
に
は
大
学
寮
に
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⑲

寄
宿
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
の
三
善
清
行
『
意
見
十
二
箇
条
』
の
「
請
レ
加
訓
給
大
学

生
徒
食
料
一
事
」
の

　
　
式
云
。
学
生
不
レ
住
二
寮
家
一
者
、
不
レ
得
二
薦
挙
一
者
。
比
年
錐
レ
有
二
此
式
ハ
不
レ
能
二
張
行
一
者
、
三
二
学
生
無
ウ
食
也
。
諸
豪
下
様
無
二
博
士
及
辛
辛
等
ハ
諸
道

　
　
学
生
、
錐
レ
有
二
才
芸
ハ
不
レ
直
二
寮
家
一
者
、
不
う
得
二
賃
挙
鴨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
規
定
の
成
立
は
、
逸
文
と
し
て
の
初
見
が
延
喜
十
四
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
般
に
貞
観
式
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
学
令
の
規
定
が
学
生
の
大
学
寮
内
居
住
を
前
提
と
し
て
お
り
、
令
制
当
初
の
状
況
は
不
明
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
ら
も
、
奈
良
時
代
後
半
か
ら
天
長
年
間
（
八
二
四
～
八
三
四
）
に
か
け
て
学
生
給
費
財
源
を
充
実
さ
せ
る
政
策
が
取
り
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
弘
仁
式
に
お
い
て
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
逆
に
藤
原
氏
の
巨
大
な
勧
学
院
が
弘
仁
十
二
年
（
八
一
二
）
に
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
、
遅
く
と
も
貞
観
十
四
年
目
八
七
二
）
に
は
大
学
寮
南
夷
と
し
て
し
か
も
大
学
寮
の
管
轄
を
受
け
な
い
立
場
を
獲
得
す
る
よ
う
な
時
代
に
、

敢
え
て
寮
家
居
住
を
強
制
す
る
制
度
を
新
し
く
定
め
る
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
規
定
の
成
立
を
弘
仁
式
で

と
し
、
延
喜
式
に
お
い
て
、
貞
観
式
で
成
立
し
た
寮
試
規
定
の
後
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
考
察
は
、
⑤
を
除
く
ω
～
ω
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
立
が
弘
仁
・
貞
観
の
ど
ち
ら
の
式
に
お
い
て
で
あ
る
か
を
結
論
付
け

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
私
見
と
し
て
は
、
弘
仁
十
一
年
制
か
ら
天
長
四
年
制
へ
の
流
れ
を
重
視
し
て
、
文
章
生
試
に
つ
い
て
は
（
弘
仁
式
で
は

何
ら
定
め
ら
れ
ず
）
全
て
貞
観
式
で
式
文
化
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
仮
に
弘
仁
式
に
遡
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
大
学
式
と
し
て
で

あ
り
、
式
部
式
も
併
せ
た
上
で
の
成
立
は
貞
観
式
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
延
喜
式
制
の
骨
格
は
い
ず
れ
に

し
て
も
貞
観
式
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
始
源
に
つ
い
て
は
、
実
質
上
は
弘
仁
十
一
年
制
が
重
要
で
あ
ろ
う
が
、
制
度
上
の
成
立
と
い
う

点
で
は
天
長
四
年
制
を
重
視
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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第
四
節
　
文
章
得
業
生
試
成
立
の
前
提

文章得業生試の成立（古藤）

　
前
節
の
考
察
に
よ
り
、
貞
観
式
で
式
文
化
し
延
喜
式
に
至
る
文
章
得
業
生
試
・
擬
文
章
生
試
の
制
度
的
枠
組
が
、
弘
仁
十
一
年
欄
の
実
質
を

継
承
す
る
形
で
天
長
四
年
に
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
前
史
を
考
え
る
こ
と
と
し
、
本
章
の
締
め
括
り
と

し
た
い
。

　
ま
ず
文
章
得
業
生
試
に
つ
い
て
は
、
文
章
得
業
生
の
課
試
受
験
が
も
と
も
と
秀
譜
面
に
多
く
偏
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
文
章
科
は
秀
才
・
進
士
試
の
受
験
科
と
し
て
設
立
さ
れ
た
学
科
で
あ
り
、
文
章
得
業
生
は
両

試
の
よ
り
直
接
的
な
受
験
候
補
者
で
あ
っ
た
。
制
度
的
に
は
そ
れ
で
尽
き
る
の
だ
が
、
文
章
生
の
中
か
ら
「
性
識
贈
爵
専
業
優
長
者
」
と
し
て

得
業
生
に
選
ば
れ
る
以
上
、
実
際
に
は
進
士
試
よ
り
秀
才
試
を
受
け
る
者
の
方
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
文
章
生
か
ら
は
か
な
り
多

く
の
者
が
進
士
試
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
文
章
得
業
生
が
秀
才
試
を
受
験
す
る
こ
と
が
弘
仁
十
嚇
年
以
前
に
か
な
り
定
着
化
し
て
い
た

こ
と
を
前
史
と
し
て
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
b
か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
文
章
得
業
生
試
成
立
の
意
義
を
低
か
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
文
章
得
業
生
が
秀
才
試
の
正
規
の
受
験
者
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
課
試
制
度
史
上
や
は
り
特
筆
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
文
章
得
業
生
以

外
の
者
も
多
く
が
（
方
略
宣
旨
を
蒙
っ
て
）
秀
才
試
を
受
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
長
四
年
（
八
二
七
）
撰
進
の
『
経

国
集
』
巻
二
十
に
は
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
ま
で
の
進
士
試
の
時
務
策
が
か
な
り
収
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
以
後
九
世
紀
以
降
の
実
例
は
、

第
三
節
1
で
取
り
上
げ
た
『
都
氏
文
集
』
巻
五
の
「
評
瓢
朝
煙
子
下
八
位
上
長
統
朝
臣
貞
行
時
務
空
文
第
一
事
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

　
　
頃
年
考
、
此
業
者
徒
有
二
点
額
之
愁
「
未
レ
見
二
奮
鰭
之
勢
鴨

と
あ
り
、
近
年
進
士
試
の
合
格
者
を
見
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
秀
才
試
へ
の
受
験
者
集
中
を
背
景
に
し
て
い
る
ど
考

え
ら
れ
る
。
文
章
得
業
生
試
の
成
立
は
令
制
進
士
試
を
空
洞
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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図
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
に
擬
文
章
生
試
に
つ
い
て
。
延
暦
八
年
を
確
実
な
初
見
と
し
、
寮
試

鶴
蕪
文
章
得
業
生
人
難
了
文
章
牛
寮
試
了
鰻
病
難
障
臓
総
舖
灘
鋸
騨
蟻
騨
賜

に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
弘
仁
十
一
年
制
以
前
の
文
章
科
糊
度
を
図
式
化
す
れ
ば
図
4
の
如
く
で
、
神
亀
・
天

平
段
階
の
図
1
と
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
文
の
才
が
官
界
で
の
昇
進
上
有
利
と
い
う
こ
と
で
文
章
生
試
に
合
格
す
る

こ
と
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
そ
れ
が
弘
仁
十
一
年
制
の
貴
族
化
政
策
を
招
く
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
文
章
生
試
が
実
質
上
任
官
試
験
化
す
る
と
、
よ
り
高
度
で
学
者
コ
ー
ス
へ
と
連
な
る
秀
才
試
は
別
と
し
て
、
い
わ
ば
一
般
官
人
コ

ー
ス
と
目
さ
れ
る
進
士
試
の
位
置
付
け
は
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
章
得
業
生
試
の
成
立
に
よ
っ
て
令
制
進
士
試
が
空
洞
化
し
て

い
っ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
傾
向
は
弘
仁
十
一
年
よ
り
も
前
か
ら
文
章
生
試
へ
の
受
験
者
集
中
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
と
し
て
、
文
章
生
が
進
士
、
文
章
得
業
生
が
秀
才
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
菅
原

　
　
　
　
　
⑳

清
公
の
鹿
伝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
延
暦
）

　
　
学
業
優
長
挙
二
秀
才
船
十
七
年
対
策
登
科
。
除
二
大
学
少
允
閃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
「
秀
才
」
が
当
時
の
呼
称
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
弘
仁
五
年
撰
進
の
『
凌
雲
集
』
⑲
の
嵯
峨
天
皇
の
詩

　
　
．
和
下
進
土
貞
主
初
春
過
二
菅
祭
酒
旧
宅
ハ
帳
然
傷
懐
、
簡
二
布
・
巨
・
藤
三
秀
才
一
作
鉛
一
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
見
え
る
「
進
士
貞
主
」
・
「
布
・
巨
・
藤
三
秀
才
」
は
明
ら
か
に
詩
の
作
ら
れ
た
弘
仁
三
～
四
年
の
用
語
で
あ
る
。
前
者
は
大
同
二
年
に
文
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

生
動
に
及
第
し
弘
仁
五
年
に
少
内
記
に
任
官
し
た
滋
野
貞
主
だ
か
ら
、
そ
の
「
進
士
」
は
文
章
生
の
別
称
で
あ
り
、
従
っ
て
後
三
者
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
て
い
る
「
秀
才
」
は
文
章
得
業
生
の
別
称
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
弘
仁
十
一
年
制
が
唐
心
を
持
ち
出
し
て
ま
で
も
文
章
科
を
貴
族
化
し
よ
う
と
し
た
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
天
長
四
年
前
廃

止
さ
れ
る
そ
の
点
を
除
け
ば
、
文
章
得
業
生
試
・
擬
文
章
生
試
を
導
き
出
す
母
体
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
以
前
に
生
じ
つ
つ
あ
っ
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た
文
章
科
試
験
制
度
の
実
質
上
の
変
質
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

文章得業生試の成立（古藤）

①
　
『
古
簡
集
影
』
八
・
九
（
東
京
帝
国
大
学
史
科
編
纂
掛
、
一
九
二
八
・
一
九
二

　
九
年
）
に
写
真
採
録
。
国
史
大
系
に
『
弘
仁
式
』
と
し
て
所
収
。

②
　
弘
仁
格
式
が
弘
仁
十
～
年
（
八
二
〇
）
四
月
二
十
　
日
撰
進
、
天
長
七
年
（
八

　
三
〇
）
十
一
月
十
七
日
施
行
、
さ
ら
に
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
四
月
目
『
続
日
本

　
後
紀
』
・
『
類
聚
国
史
』
還
来
四
十
七
は
二
十
二
日
目
『
三
代
格
』
巻
十
七
は
二
十

　
三
日
）
に
改
正
遺
漏
紬
繹
格
式
と
し
て
再
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鎌
田

　
元
一
氏
「
弘
仁
格
式
の
撰
進
と
施
行
に
つ
い
て
」
（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
古
代
團

　
家
の
形
成
と
展
開
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。
延
喜
式
は
延
長

　
五
年
（
九
二
七
）
十
二
月
二
十
六
日
撰
進
（
『
上
延
喜
格
式
表
』
）
、
康
保
四
年
（
九

　
六
七
）
（
『
日
本
紀
略
』
は
七
月
、
『
別
聚
符
宜
抄
』
は
十
月
）
九
日
施
行
。
な
お

　
貞
観
式
は
貞
観
十
三
年
（
八
七
…
）
八
月
二
十
五
日
撰
進
、
十
月
二
十
二
日
施
行

　
（
『
類
聚
国
史
』
巻
百
四
十
七
）
。

③
虎
尾
俊
哉
氏
「
貞
観
式
の
体
裁
－
附
『
式
逸
幽
－
」
（
『
史
学
雑
誌
隔
六
〇

　
一
一
二
、
、
一
九
五
一
年
越
後
に
『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』
、
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九

　
八
二
年
に
聖
岳
）
・
『
延
喜
式
』
　
（
士
口
川
弘
文
館
、
　
一
九
六
四
年
）
四
八
～
五
二
可
貝

　
参
照
。

④
『
本
朝
文
粋
』
巻
二
所
収
。

⑤
『
大
唐
六
典
』
巻
入
、
弘
文
館
学
士
、
巻
二
十
六
、
崇
文
館
学
際
等
参
照
。

⑥
　
弘
仁
十
一
年
置
下
の
文
章
生
が
実
際
に
は
三
位
以
上
の
子
孫
に
限
ら
れ
て
い
な

　
か
っ
た
こ
と
に
つ
．
い
て
は
、
桃
氏
著
書
八
八
頁
、
久
木
氏
著
書
一
五
六
頁
参
照
。

⑦
弘
仁
十
一
年
制
下
の
文
章
生
試
が
実
際
に
豊
玉
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

　
示
す
史
料
と
し
て
は
、
久
木
氏
著
書
二
一
…
二
・
一
五
六
頁
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に

　
『
江
談
抄
』
第
四
の

　
　
逐
・
舞
生
・
犠
毒
・
耳
塞
・
巻
藁
襲
畷
覇
鯵
騨

　
　
　
清
岡
家
伝
云
。
於
一
一
大
学
庁
一
試
レ
之
。
及
第
者
清
岡
善
直
結
。
是
則
叔
父
与
レ

　
　
　
姪
也
。
世
以
為
レ
簡
。

が
あ
る
。
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
（
以
下
『
文
徳
爽
録
』
と
略
称
）
仁
平
二
年
＋

　
一
月
己
亥
（
七
日
）
条
の
菅
原
善
ま
卒
伝
に
よ
り
天
長
二
年
の
こ
と
と
判
明
す
る
。

　
『
経
国
集
』
巻
十
四
に
奉
試
及
第
答
案
の
全
文
を
収
め
る
。

⑧
実
例
と
し
て
は
、
桃
氏
著
書
八
八
頁
、
久
木
氏
著
漁
旦
五
六
頁
に
指
摘
が
あ
る

　
よ
う
に
、
『
日
本
三
代
実
録
陣
（
以
下
『
三
代
実
録
』
と
略
称
）
貞
観
十
二
年
（
八

　
七
〇
）
二
月
十
九
激
辛
丑
条
春
心
朝
臣
善
事
麗
伝
の
「
天
長
之
初
、
奉
試
及
第
、

　
被
レ
補
二
俊
士
ご
が
あ
る
。
こ
の
「
天
長
之
初
」
は
『
公
卿
補
任
』
貞
観
二
年
条

　
に
「
天
長
翌
秋
文
章
生
。
」
（
但
し
「
文
章
生
」
は
誤
り
）
と
あ
る
か
ら
八
二
四
年

　
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
善
縄
（
当
時
の
氏
姓
は
猪
名
塑
造
）
　
の
合
格
答
案
も

　
『
十
二
集
』
巻
十
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑨
　
「
立
レ
号
雛
レ
異
。
」
の
「
号
」
を
秀
才
生
・
俊
士
と
解
す
る
の
は
柿
村
重
松
氏

　
『
本
朝
文
粋
註
釈
』
（
内
外
出
版
印
刷
株
式
会
社
、
　
一
九
ニ
ニ
年
）
上
一
＝
七
頁

　
に
従
う
。
文
章
生
を
選
抜
す
る
試
験
と
俊
士
を
選
抜
す
る
そ
れ
と
は
同
じ
で
は
な

　
く
、
「
課
試
斯
同
。
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
ゆ
え
に
か
く
解
す
る
。

⑩
注
①
参
照
。
但
し
こ
の
解
説
が
「
秀
才
進
士
者
。
」
の
「
秀
才
」
を
弘
仁
十
一

　
年
制
の
秀
才
生
と
同
一
視
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
は
、
桃
氏
著
書
一
一
〇

　
頁
註
二
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

⑪
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』
（
明
治
番
院
、
一
九
三
六
年
）
二
六
二
頁
。

⑫
「
延
喜
式
に
つ
い
て
」
（
史
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
『
本
邦
史
学
史
論
叢
』

　
上
、
冨
山
房
、
一
九
三
九
年
）
。

⑬
　
桃
氏
著
霞
八
七
～
九
〇
、
九
八
～
一
〇
一
頁
、
＝
○
頁
註
二
・
三
。

⑭
久
木
氏
著
書
一
七
七
～
一
七
八
頁
。

⑮
「
秀
才
科
の
試
験
つ
ま
り
文
章
得
業
生
試
は
、
九
世
紀
半
ば
以
前
、
方
略
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
（
あ
る
い
は
方
略
策
、
策
試
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
」
か
ら
か
く
解
さ
れ
る
。
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但
し
注
（
2
0
）
で
例
示
す
る
貞
観
十
五
年
五
月
二
十
七
日
付
宣
旨
は
文
章
得
業
生

　
試
問
頭
上
宣
制
の
初
見
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑯
　
『
西
宮
記
』
（
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
に
よ
る
）
巻
十
一
裏
書
。

⑰
桃
玩
著
書
一
一
〇
夢
心
三
、
一
四
五
頁
。

⑱
久
木
氏
著
書
＝
二
七
～
一
四
〇
頁
。

⑲
中
村
璋
八
・
大
塚
雅
司
両
琉
『
都
氏
文
宵
越
釈
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
）

　
に
よ
る
。

⑳
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
菅
家
文
年
嵩
家
後
二
幅
の
作
品
番
号
に
よ
る
。
解
釈

　
に
つ
い
て
は
川
口
久
雄
氏
の
注
釈
の
恩
恵
を
蒙
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

⑪
　
詩
に
「
予
対
策
及
第
愛
日
、
進
士
得
レ
預
二
登
科
ご
と
あ
り
、
道
真
の
対
策
及

　
第
は
貞
観
十
ご
年
五
月
十
七
日
）
『
菅
家
文
草
』
鰯
）
で
あ
っ
た
。

⑳
　
群
書
類
従
文
筆
部
所
収
。

⑳
詩
題
注
に
「
子
レ
干
天
十
一
。
」
と
あ
り
、
道
真
十
一
歳
の
年
は
斉
衡
二
年
で
あ

　
る
。
久
木
氏
は
続
け
て
、
「
田
進
士
」
を
編
集
時
の
追
記
と
し
て
擬
文
章
生
設
置

　
の
下
限
を
貞
観
二
年
頃
と
す
る
が
、
不
適
当
な
考
証
ゆ
え
に
捨
象
し
て
論
じ
る
。

⑭
注
⑦
参
照
。

㊧
　
『
三
代
格
』
巻
四
所
収
、
同
年
三
月
八
日
付
太
政
官
符
。
『
類
聚
国
史
』
巻
衙

　
七
・
『
日
本
電
略
』
同
年
四
月
二
十
日
条
参
照
。
増
員
さ
れ
た
一
名
は
、
大
同
三

　
年
二
月
四
日
に
直
講
一
員
を
振
り
替
え
て
設
置
し
た
紀
伝
博
士
を
振
り
替
え
た
も

　
の
で
あ
る
。
『
類
聚
国
史
』
巻
菖
七
・
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
、
『
三
代
格
陣
巻
四

　
・
『
令
集
解
』
官
位
令
正
七
位
条
所
収
同
日
付
太
政
官
符
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

⑳
　
桃
氏
著
書
一
〇
〇
、
買
入
六
頁
。
二
八
六
頁
に
「
延
喜
十
七
年
」
と
あ
る
の
は

　
誤
り
で
あ
る
。

⑰
　
秀
才
試
に
は
方
略
策
二
条
が
課
さ
れ
る
（
考
課
令
秀
才
条
）
か
ら
、
こ
の
文
章

　
得
業
生
の
受
験
す
る
方
略
試
が
秀
才
試
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
部
分
の
解

　
釈
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
都
正
善
の
評
定
文
及
び
方
略
宣
旨
に
つ
い

　
て
の
考
察
で
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。

⑱
　
　
『
桂
林
遣
芳
抄
』
（
群
書
類
従
雑
部
所
収
）
に
載
せ
る
、
署
名
欄
を
有
す
る
評

　
定
文
（
文
章
生
試
三
通
、
対
策
二
通
）
は
、
文
章
生
試
評
定
文
一
通
を
除
き
、
儒

　
士
の
署
名
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
は
地
の
文
に
あ
る
通
り
国
士
不
参
の
た
め
で
、

　
そ
の
際
に
提
出
さ
れ
る
の
が
「
奉
空
眠
」
で
あ
っ
た
。

　
　
凡
応
レ
参
下
判
昌
奉
試
文
一
之
庭
上
諸
儒
。
無
レ
故
不
レ
参
。
五
位
産
立
不
レ
預
二
正
月

　
　
七
日
若
新
嘗
会
節
叩
六
位
以
下
奪
一
H
季
禄
閃
　
　
　
　
　
　
（
延
喜
式
部
式
上
）

　
は
延
喜
十
三
年
宣
旨
を
法
源
と
し
て
成
立
し
た
式
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
平
叙
令
秀
才
出
身
条
、
考
課
令
進
士
条
。

⑳
『
三
代
実
録
』
同
年
二
月
二
十
五
日
乙
酉
条
。

⑳
　
こ
の
「
四
科
」
の
「
科
」
は
等
級
の
意
味
で
あ
り
、
学
科
や
試
験
の
こ
と
で
は

　
な
い
。

⑫
　
選
叙
令
秀
才
出
身
条
、
考
課
令
秀
才
条
。

⑳
　
桃
氏
著
書
二
四
六
・
二
九
二
・
二
九
八
・
三
〇
一
頁
よ
り
転
載
。
文
章
科
の

　
「
給
料
学
生
」
の
制
度
は
元
慶
四
年
（
八
八
○
）
を
初
見
と
す
る
が
式
外
の
制
度

　
（
王
氏
著
書
二
七
五
頁
参
照
）
、
明
経
科
の
「
問
者
堅
塁
」
は
正
暦
四
年
（
九
九

　
三
）
創
設
の
制
度
（
同
二
九
四
～
二
九
六
頁
）
で
あ
り
、
本
稿
の
考
察
で
は
捨
象

　
す
る
。

⑧
　
『
類
聚
再
訴
抄
』
（
以
下
『
符
宣
抄
』
と
略
称
）
第
九
所
収
の
承
平
五
年
（
九

　
三
五
）
八
月
二
十
五
日
付
方
略
試
申
文
（
宣
旨
は
同
七
年
十
二
月
十
一
日
）
に
引

　
く
先
例
に
「
滋
野
良
幹
」
、
『
車
載
隠
巻
十
三
所
収
の
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
五

　
月
十
四
日
付
方
略
試
申
文
（
宣
旨
は
九
月
二
十
四
日
）
に
引
く
先
例
に
「
貞
観
菅

　
野
惟
肖
。
滋
野
良
幹
。
」
と
あ
る
。
惟
肖
に
つ
い
て
は
『
都
電
文
集
』
巻
五
に

　
「
策
嚇
一
文
章
生
菅
野
惟
肖
】
文
二
条
」
・
「
評
コ
定
文
章
生
従
七
位
上
菅
野
朝
臣
惟
肖

　
対
策
文
第
一
裳
」
（
中
上
で
合
格
と
す
る
）
が
あ
り
、
『
菅
家
豊
艶
』
m
に
「
余
与
レ

　
君
、
貞
観
中
対
策
及
第
。
」
と
あ
る
「
君
」
と
は
「
菅
著
作
」
即
ち
菅
野
惟
肖
で

　
あ
る
。
良
幹
に
つ
い
て
は
『
符
宣
抄
』
第
九
所
収
の
頁
観
十
五
年
五
月
二
十
七
日

　
付
宣
旨
で
都
良
香
が
問
頭
に
指
名
さ
れ
、
『
都
氏
文
集
』
巻
五
に
「
策
二
尾
張
橡
滋
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文章得業生試の成立（古藤）

　
野
良
幹
一
文
二
条
」
が
あ
る
（
但
し
評
定
文
は
な
い
）
。

⑳
　
『
符
宣
抄
』
第
九
所
収
の
安
和
二
年
八
月
十
一
日
付
宣
旨
に
先
例
と
し
て
見
え

　
る
。
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
四
月
十
　
日
戊
午
条
に
直
講
正
六
位
上
で
初
見

　
す
る
。

⑳
注
⑳
の
申
文
に
先
例
と
し
て
「
三
朝
檜
前
春
風
」
と
見
え
る
。

⑳
　
　
『
符
宣
抄
』
第
九
所
収
の
康
保
四
年
十
一
月
二
十
七
日
付
鼎
談
省
勘
申
に
「
右

　
大
臣
貞
観
七
年
四
月
七
日
宣
。
奉
　
レ
勅
。
笹
生
大
宅
浄
統
。
宜
下
准
二
得
業
生
一

　
令
中
課
試
上
者
。
」
と
あ
る
。

⑱
　
以
上
の
方
略
・
准
得
業
生
宣
旨
の
実
例
の
初
見
に
つ
い
て
は
桃
氏
も
把
握
し
て

　
い
た
（
石
菖
二
八
九
・
二
九
六
・
二
九
九
・
三
〇
二
頁
）
。
但
し
菅
野
惟
肖
・
滋

　
野
良
幹
・
小
野
照
門
の
年
次
関
係
史
料
は
筆
者
の
収
集
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
久

　
木
氏
は
延
喜
十
三
年
宣
旨
以
後
の
方
略
・
准
得
業
生
宣
旨
を
収
集
し
て
い
る
（
著

　
書
一
八
五
頁
洗
（
2
6
）
）
が
、
そ
れ
が
無
意
味
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

⑳
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
（
以
下
『
続
後
紀
』
と
略
称
）
承
和
九
年
（
八
四
二
）
十
月

　
丁
丑
（
十
七
日
）
条
の
菅
原
清
公
嘉
伝
に
「
弱
冠
塞
－
試
、
補
二
文
章
生
叩
」
と
あ
り
、

　
享
年
七
十
三
歳
か
ら
逆
算
し
て
弱
冠
二
十
歳
は
延
暦
八
年
と
な
る
。
既
に
桃
氏
著

　
書
八
七
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

⑩
　
大
学
寮
の
一
学
科
の
学
生
を
選
抜
す
る
試
験
だ
か
ら
、
寮
試
と
し
て
行
わ
れ
る

　
の
が
本
来
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
第
四
節
参
照
。
な
お
本
稿
で
言
う
文
章
生
試
は
、

　
神
亀
五
年
か
ら
想
定
し
う
る
単
な
る
文
章
科
学
生
選
抜
試
験
で
は
な
く
、
詩
賦
試

　
に
よ
っ
て
文
章
生
を
補
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
を
指
す
。
『
扶
桑
略
記
』

　
・
『
童
画
抄
』
上
・
『
群
載
』
巻
十
三
・
『
一
一
中
歴
』
第
十
二
・
『
桂
林
遣
芳
抄
』
・

　
『
年
中
行
事
抄
』
・
『
年
中
行
事
秘
抄
』
・
『
師
光
年
中
行
事
』
・
『
大
日
本
史
』
等
が

　
進
士
試
・
文
章
生
試
・
擬
文
章
生
試
の
開
始
を
神
亀
五
年
と
す
る
の
は
、
ω
文
章

　
生
が
後
に
進
士
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
②
文
章
生
が
後
に
文
章
生
試

　
・
擬
文
章
生
試
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
文
章
生
の
設
置

　
さ
れ
た
神
亀
五
年
に
遡
ら
せ
て
な
し
た
記
述
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
（
令
制
進
士

　
試
が
同
年
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
柿
村
氏
著
書
一
〇
三
頁
に
既
に
指
摘
が

　
あ
る
）
。

＠
　
判
に
加
わ
っ
た
他
の
官
人
達
の
署
名
は
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
当

　
隠
の
式
部
卿
は
葛
原
親
王
、
大
輔
は
藤
原
衛
で
あ
っ
た
。

⑫
　
『
文
徳
実
録
』
仁
寿
二
年
二
月
謄
躍
（
八
日
）
条
滋
野
貞
主
卒
伝
「
大
同
二
年

　
奉
二
文
章
生
試
一
及
第
。
」
の
「
奉
」
を
「
春
」
と
す
る
異
本
が
あ
り
、
国
史
大
系

　
頭
注
は
「
春
奉
」
の
二
字
に
作
る
べ
き
か
と
す
る
が
無
理
で
あ
ろ
う
。
「
春
」
は

　
「
塞
・
」
の
誤
写
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑭
　
宮
城
栄
昌
氏
「
弘
仁
・
薮
観
式
逸
」
（
『
横
浜
園
立
大
学
人
文
紀
要
隔
日
一
類
哲

　
学
社
会
科
学
七
、
一
九
六
二
年
）
は
応
和
元
年
（
九
六
一
）
六
月
二
十
日
付
式
部

　
省
奏
の
一
節
「
擬
文
出
早
生
者
。
毎
年
有
レ
奉
三
春
秋
之
試
町
明
為
二
朝
典
％
載
在
二
式

　
雪
叩
」
（
『
符
宣
抄
』
第
七
、
『
群
婚
』
堅
塁
。
引
用
は
前
者
に
拠
る
）
を
貞
観
式
部

　
式
の
参
考
欄
に
採
録
し
て
い
る
が
、
式
部
式
文
と
し
て
の
成
立
と
い
う
点
で
妥
当

　
な
見
解
と
言
え
よ
う
。

⑭
　
既
に
久
木
氏
著
書
＝
一
三
買
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
経
国
集
』
巻
十
四
に

　
奉
試
及
第
答
案
が
収
め
ら
れ
、
『
公
卿
補
任
』
天
長
二
年
条
に
「
弱
冠
推
補
二
文
章

　
生
ご
と
あ
る
。
久
木
氏
は
弘
貞
二
十
歳
の
年
を
『
公
卿
補
任
』
の
生
年
記
載
に

　
よ
っ
て
延
暦
十
四
年
と
し
た
が
、
私
は
『
公
卿
補
任
』
・
『
日
本
紀
略
』
で
一
致
す

　
る
享
年
か
ら
逆
算
し
た
。

⑮
　
『
経
国
集
』
巻
十
三
・
十
四
は
そ
の
宝
庫
で
あ
る
。

⑯
　
　
『
目
本
会
紀
』
弘
仁
二
年
正
月
丙
辰
（
二
十
～
日
）
条
の
菅
野
真
道
の
「
渉
学

　
謝
置
場
甲
科
二
（
宝
亀
九
年
二
月
任
少
内
記
以
前
）
、
同
六
年
六
月
丙
寅
（
二
十
七

　
日
）
条
の
賀
陽
豊
年
の
「
射
策
豊
科
」
（
延
暦
十
六
年
二
月
九
日
文
章
博
士
見
任

　
以
前
）
は
、
お
そ
ら
く
秀
才
試
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

　
優
秀
な
成
績
で
合
格
し
た
こ
と
を
修
辞
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
り
、
必
ず
し
も
当

　
時
の
秀
才
試
の
評
定
に
甲
乙
丙
丁
方
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

　
ま
よ
、
o

　
‘
ノ
　
レ
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⑰
　
久
木
氏
著
書
一
三
七
～
一
三
八
、
二
〇
三
頁
。
倶
し
氏
は
そ
れ
を
学
令
先
読
経

　
文
面
の
大
学
寮
内
年
終
試
三
年
連
続
下
第
者
退
学
規
定
の
廃
止
と
論
じ
る
が
、
学

　
業
考
査
と
し
て
の
激
震
試
と
資
格
考
試
と
し
て
の
文
章
生
試
を
同
じ
次
元
で
扱
う

　
べ
き
で
な
い
と
す
る
高
明
士
氏
著
書
二
三
〇
頁
の
批
判
が
有
効
で
あ
る
と
考
え

　
る
。

⑱
　
宮
城
栄
昌
氏
『
延
喜
式
の
研
究
駈
論
述
篇
（
大
修
館
書
店
、
一
九
五
七
年
）
四

　
〇
一
頁
は
、
史
料
B
の
成
立
を
貞
観
式
に
お
い
て
と
す
る
。
史
料
B
は
働
・
㈲
・

　
ω
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
成
立
を
弘
仁
・
頁
観
の
ど
ち
ら
の
式

　
と
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
式
部
式
文
と
し
て
の
成
立
と
い
う
点
で
妥
当
な

　
見
解
と
考
え
る
。
し
か
し
氏
が
そ
の
法
源
を
弘
仁
十
一
年
側
に
求
め
る
（
六
七
七

　
頁
）
の
は
、
已
還
の
文
章
生
試
が
依
然
と
し
て
寮
試
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
不
正

　
確
で
あ
る
。

⑩
　
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
所
収
。

⑳
　
但
し
『
菅
家
文
事
』
恥
に
「
勧
二
野
當
一
躍
二
学
曹
一
」
な
る
詩
が
あ
る
か
ら
、
制

　
度
施
行
は
こ
の
詩
の
作
ら
れ
た
一
7
6
慶
七
年
（
八
八
三
）
以
前
に
遡
る
。

＠
　
和
国
英
松
氏
『
式
逸
』
（
続
々
群
書
類
従
法
制
部
所
収
）
、
宮
城
栄
昌
氏
「
弘
仁

　
・
貞
観
式
逸
」
（
注
⑬
前
掲
）
、
久
木
氏
著
書
一
七
四
頁
。

⑫
　
久
木
氏
が
指
摘
し
た
（
著
欝
五
八
～
五
九
頁
）
如
く
、
学
令
に
は
大
学
寮
内
で

　
琴
・
射
を
除
く
楽
器
演
奏
と
雑
戯
を
禁
じ
る
不
得
作
楽
条
が
あ
る
。

⑭
　
等
量
薯
一
書
五
五
～
六
〇
百
ハ
、
久
ふ
小
氏
演
唱
至
単
一
〇
九
～
一
一
～
二
頁
。

⑭
　
『
三
代
格
』
巻
十
二
所
収
、
貞
観
十
四
年
十
二
月
十
七
日
付
太
政
富
符
。

⑮
　
本
章
の
以
上
の
考
察
は
、
ま
ず
『
弘
仁
式
式
部
下
断
簡
』
が
弘
仁
十
年
末
の
時

　
点
を
限
っ
て
編
纂
さ
れ
天
長
七
年
に
施
行
さ
れ
た
天
長
七
年
版
弘
仁
式
で
は
な
い

　
か
と
す
る
吉
川
真
司
氏
「
律
令
宮
人
制
の
再
編
」
（
『
日
木
史
研
究
』
三
二
〇
、
一

　
九
八
九
年
）
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
長
七
年
の
施
行
以
後
承
和

　
七
年
の
改
正
遺
漏
維
謬
格
式
の
頒
行
に
至
る
ま
で
加
え
ら
れ
た
改
正
（
鎌
田
氏
注

　
②
前
掲
論
文
）
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
規
定
に
は
何
ら
関
わ
ら
ず
、
天
長
四
年
の
改

　
輩
の
式
文
化
が
全
て
貞
観
式
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
立
論
し
た
も
の
で

　
あ
る
。
し
か
し
吉
絹
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
『
弘
仁
式
式
部
下
断
簡
』
が
何
時
の
式

　
で
あ
る
か
は
更
に
精
査
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
承
和
七
年
版
弘
仁
式
が
天

　
長
四
年
の
改
革
を
全
く
取
り
込
ん
で
い
な
い
と
い
う
前
提
も
仮
定
に
す
ぎ
な
い
の

　
で
あ
り
、
逆
に
全
て
を
組
み
入
れ
て
貞
観
式
で
は
手
を
加
え
る
必
要
が
な
か
っ
た

　
と
い
う
可
能
性
す
ら
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
率
直
に

　
認
め
て
お
く
。

⑳
　
『
経
岡
集
隔
巻
二
十
の
対
策
文
の
う
ち
、
一
二
一
首
目
の
紀
朝
臣
真
象
（
天
平

　
宝
字
元
年
）
と
三
・
四
首
目
の
中
臣
栗
原
連
年
足
（
延
暦
二
十
年
）
が
秀
才
試
の

　
方
略
策
、
五
・
六
首
目
の
道
守
朝
臣
宮
継
（
延
暦
二
十
年
）
以
下
の
二
十
二
首
が

　
進
士
試
の
時
務
策
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏
『
国
風
暗
黒
時
代
の

　
文
学
』
上
・
中
ω
（
塙
書
房
、
一
九
六
八
・
一
九
七
三
年
）
を
参
照
。

⑳
　
注
⑳
⑳
参
照
。

⑯
　
鈴
木
虎
雄
氏
「
膚
…
の
試
験
制
度
と
詩
賦
」
・
「
唐
の
進
土
」
（
筆
離
日
学
』
二
一
一

　
〇
・
四
…
三
、
一
九
二
〇
・
一
九
二
七
年
）
が
、
唐
で
は
既
に
七
五
一
年
に
は
詩

　
賦
が
進
土
試
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
日
本
の
文
章
生
試
が
そ

　
れ
を
模
倣
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

　
お
『
続
日
本
紀
』
所
見
の
三
例
の
「
進
士
」
が
文
章
生
の
別
称
で
は
な
く
軍
士
の

　
謂
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
崎
英
一
氏
「
『
続
日
本
紀
』
の
「
進
士
」
に
つ

　
い
て
」
（
『
古
文
化
論
集
隔
下
、
森
貞
次
郎
博
土
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九

　
八
二
年
）
を
参
照
。

⑲
注
⑳
に
同
じ
。

⑭
　
序
注
③
前
掲
小
島
氏
著
欝
中
㈲
（
以
下
小
島
氏
著
書
と
略
称
）
一
二
三
一
～
一

　
二
三
七
頁
参
照
。

⑪
　
働
に
も
「
進
士
貞
空
」
と
見
え
、
そ
れ
に
よ
り
「
巨
秀
才
」
が
巨
勢
志
貴
人

　
（
識
人
）
と
判
る
。

㊥
　
　
『
文
穂
実
録
』
仁
寿
二
年
二
月
海
嶺
（
八
日
）
条
、
『
公
卿
補
任
』
承
和
九
年
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条
。
小
島
氏
著
書
（
一
四
六
七
～
一
四
六
八
頁
）
は
「
菅
祭
主
」
即
ち
菅
原
清
公

の
大
学
頭
在
任
（
弘
仁
三
～
四
年
〉
に
着
目
し
て
貞
主
の
少
内
記
任
官
を
弘
仁
二

年
で
は
な
く
五
年
と
し
た
が
従
う
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
詩
は
弘
仁
三
～
四

年
の
作
と
な
る
。

㊥
　
残
る
「
布
秀
才
」
・
「
藤
秀
才
」
を
小
島
町
著
書
（
＝
一
三
三
・
一
四
六
八
頁
）

　
は
布
総
高
庭
・
藤
原
是
雄
に
擬
す
。
文
章
得
業
生
の
定
員
は
二
名
で
あ
る
点
「
三

秀
才
」
に
問
題
が
な
い
で
は
な
い
が
、
前
文
章
得
業
生
を
も
含
む
と
す
れ
ば
よ
い
。

文章得業生試の成立（古藤）

結

憲工L
口口

　
二
章
に
わ
た
る
考
証
の
成
果
は
以
下
の
通
り
。

　
神
亀
五
年
、
秀
才
・
進
士
、
明
経
、
明
法
、
算
の
課
試
と
の
対
応
を
図
る
べ
く
、
令
制
の
大
学
寮
は
文
章
、
明
経
、
明
法
、
箕
の
四
学
科
に

分
科
し
、
天
平
二
年
に
は
課
試
受
験
を
よ
り
強
く
期
待
さ
れ
る
存
在
と
し
て
得
業
生
が
四
丁
に
置
か
れ
た
。
そ
の
後
平
安
初
期
に
入
り
、
文
章

生
試
が
寮
試
な
が
ら
も
任
官
試
験
化
し
、
文
章
得
業
生
の
秀
才
試
受
験
傾
向
が
定
着
化
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
弘
仁
十
一
年
に
貴
族
化
を

含
む
新
し
い
文
章
科
制
度
が
実
施
さ
れ
る
。
貴
族
化
政
策
は
天
長
四
年
に
撤
廃
さ
れ
る
も
の
の
、
秀
才
生
・
俊
士
・
文
章
生
の
制
度
は
文
章
得

業
生
試
・
擬
文
章
生
試
に
継
承
さ
れ
、
他
の
三
科
も
同
時
に
得
業
生
試
に
編
成
替
え
さ
れ
る
。
こ
の
天
長
四
年
の
改
革
は
貞
観
式
で
式
文
化
し
、

そ
れ
が
大
枠
と
し
て
延
喜
式
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
文
章
得
業
生
試
の
成
立
は
何
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
対
策
及
第
を
経
て
文
章
博
士
へ
と
進
む
学
者
官
入
の
地
位
向
上
を

も
た
ら
す
動
き
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
た
い
。
こ
の
年
を
挾
ん
で
、
弘
仁
十
二
年
に
は
文
章
博
士
の
相
当
位
が
正
七
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
引

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

き
上
げ
ら
れ
、
承
和
元
年
に
は
定
員
が
二
名
に
増
員
さ
れ
る
。
や
や
降
る
が
、
貞
観
元
年
に
は
細
田
が
六
町
に
増
や
さ
れ
る
な
ど
、
弘
仁
か
ら

貞
観
に
か
け
て
文
章
博
士
の
制
度
的
位
置
付
け
は
格
段
に
向
上
す
る
。
そ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
承
和
六
年
に
は
菅
原
清
公
が
文
章
博
士
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

者
と
し
て
初
め
て
従
三
位
に
叙
さ
れ
、
貞
観
二
年
に
は
新
制
の
文
章
得
業
生
第
一
号
と
目
さ
れ
る
春
雪
善
縄
が
初
め
て
参
議
に
任
じ
ら
れ
、
以

後
菅
原
是
善
・
橘
広
相
・
菅
原
道
真
・
紀
長
谷
雄
・
藤
原
菅
根
・
三
善
清
行
等
が
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
平
安
初
期
の
文
人
政
治
的
傾
向
は
、
菅
原
清
公
や
都
婦
長
等
の
文
章
博
士
を
含
む
、
小
野
零
守
・
南
淵
弘
貞
・
朝
野
鹿
取
・
滋
野
貞
主
等
多
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く
の
文
章
科
出
身
者
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
弘
仁
・
天
長
期
に
は
既
に
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
文
章
科
全
体
の
地
位
向
上
が
そ
の
指
導
教

官
で
あ
る
文
章
博
士
の
官
職
と
し
て
の
重
要
度
を
高
か
ら
し
め
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

新
し
い
様
相
が
学
者
官
人
の
活
躍
で
あ
り
、
「
通
事
」
や
「
文
人
糟
軽
」
の
時
代
の
到
来
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
令
制
か
ら
延
喜
式
制
に
至
る
ま
で
の
課
試
と
大
学
寮
の
制
度
の
根
幹
部
分
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
、
拙
い
な
が
ら
も
そ
れ
を
果

た
し
え
た
こ
と
と
思
う
。
し
か
し
他
に
も
扱
う
べ
き
問
題
は
多
く
、
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
延
喜
式
以
後
に
つ
い
て
も
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
大
学
寮
出
身
者
の
官
界
で
の
活
躍
に
関
し
て
も
、
平
安
初
期
の
文
章
科
出
身
者
の
華
々
し
さ
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
平
安
時
代
を
通
じ
た
官
僚
制
の
全
体
構
造
の
中
で
の
位
置
付
け
を
見
据
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
今
の
私
に
は
そ
れ
を

遂
げ
る
た
め
の
準
備
が
な
く
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
と
し
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
犯
し
た
過
誤
に
つ
い
て
御
批
正
を
読
者
諸
賢
に
お
願
い
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

①
　
『
三
代
格
』
巻
五
所
収
、
弘
仁
十
二
年
二
月
十
七
日
付
太
政
官
符
。
第
㎝
章
注

⑬
参
照
。

②
　
第
二
冬
至
⑮
参
照
。

③
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
六
月
二
十
五
日
己
罰
条
。
そ
れ
ま
で
は
博
士
職
田
が

　
五
典
で
最
も
広
く
、
文
章
博
士
は
助
教
・
明
法
博
士
と
同
じ
四
町
で
あ
っ
た
。

　
『
三
等
親
』
巻
十
五
所
収
、
延
暦
十
年
二
月
十
八
田
付
太
敵
官
符
参
照
。

④
　
　
『
続
後
室
』
同
年
正
月
庚
申
（
七
日
）
条
、
『
公
卿
補
任
隔
同
年
条
。
清
公
は

　
弘
仁
九
年
に
男
女
の
衣
撮
、
五
位
以
上
の
位
記
、
諸
宮
殿
院
堂
門
閣
の
名
称
、
百

　
官
舞
踏
の
方
式
に
関
軽
し
、
同
十
年
文
章
博
士
と
し
て
「
参
二
集
議
之
事
こ
じ
る

　
な
ど
（
第
二
章
注
⑳
麗
俵
）
、
学
者
官
人
と
し
て
の
文
章
博
士
の
地
位
向
上
に
大

　
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
で
き
る
。

⑤
　
『
三
代
実
録
』
同
年
正
月
十
穴
旧
丁
卯
条
、
『
公
郷
補
任
』
同
年
条
。
『
三
代
実

　
録
』
頁
観
十
二
年
二
月
十
九
日
辛
丑
条
の
擁
【
伝
に

　
　
（
天
長
）

　
　
四
年
為
二
常
陸
少
目
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Society　that　unified　the　elite　engineers　in　the　1920’s一一1930’s，　their　cautious

attitudes　toward　Japanese　aggression，　and　the　choices　they　made　in　1949．

　　After　a　part　of　the　Commission　relocated　to　Taiwan　with　the　Kuomin－

tang　in　1949　when　the　Nationalist　Government　lost　the　rnainland，　the

economic　reconstruction　led　by　former　National　Resources　Commission

members　was　continued　as　a　nationa！　economic　policy　in　Taiwan．　On

the　other　halld，　some　members　of　the　Commission　remained　oエ1　the

mainland，　and　went　into　the　reconstruction　of　Chinese　industry　under

the　Communist　rule．　Tha．　t　is　they　partly　shared　the　Communist　Party’s

ideas　of　economic　reconstruction．　To　put　it　briefly，．the　legacy　of　the

‘soclalization　of　capital’　or　‘negation　of　laissez－faire　capitalism’　left　by

the　National　Resources　Commission　succeeded　both　on　the　mainland

and　in　Taiwan　after　1949．

The　Establishment　of　the　Mony’o一　TokugO　Student　Test

by

KoToH　Shinpei

　　Since　Momo　Hiroyul〈i　wrote　“On　the　Educational　System　in　Ancient

Japan，”　the　study　of　the　instStutions　of　DaigaimryO．　Monjo一　School，　which

suppiied　’№窒≠р浮≠狽?ｓ　to　the　political　and　the　literary　worlds　in　the　early

Heiafz　Era，　has　not　been　improved　upon　muck．

，　ln　Chapter　1，　I　explain　that　in　728　the　four　courses　known　as　Monjo一，

Mソδgy∂，！吻δ∂δ，　and　San，　specializing　in　Chinese　literature，　Co玲fudan

philosophy，王aw，　and　mathematics，　were　founded　at　the　Dαz；g盈曜yδ（the

university　in　ancient　Japan）．　Admission　was　open　to　the　petty　oMcials

and　the　common　people　’upon　passing　the　entrance　examination．　ln　730，

the　position　of　Tokesgo一　Student　（the　scholar）　was　created　in　these　four
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courses．　The　Monjo一　Course　was　to　train　candidates　for　the　Shabsai　and

Shim’i　Tests．

　　In　Chapter　II，　I　assert　that　the　’Monl’o一　Toleugo“　Student　Test　in　the

form　of　the　Shasai　Test，　and　the　Sub－Monl’off　Student　Test，　which　select一

’ed　MonjoM　Students　through　the　Shileibushb　（the　personnel　section・in

ancient　Japan）　Examination　were　established’　in　827，　and　that　’the

establishment　of　the　Tofeugo　Student　Tests　of　the　’・three　other　courses

was　in　the　same　year．　Tke　reformation　in　827　was　enacted　into　the

．10gan　Shifei　Law．

　　The　establishment　of’　the　Monjo一　Tofeugo　Student　TeSt　can　be　evaltiat－

ed　as　one　of　the　movements　that　elevated　the’stafus　of　Monj’o”　IHafease

（the　professor　ofルZo勿δCourse），．aエ1d　added．．a’．n6w．aspect　t6．　the　activi・

ties　of　the　graduates　of　the　Monio一　Coursd　in　・t’he－ipolitica！　・’world　that

were　already　detected　in　the　Kbnin　and　Tentyo　years　（810－834）．

The　Date　of　Composition　of　Pseudo－Xenophon’s

　　　　　　　　　Constitution　of’the　Athenians

by

NAI〈ATEGAwA　Yoshio

　　The　date　of　composition　of　thiS　worl〈　has　beek　diversely　’discussed　by

many　scholars　since　the　middle　ofthe　last　ceritury．　They　seem　to　have

already　found　all　of　the　statements　in　the　work　that，could・・be　・clties　to

the　presumption　of　the　date　and　we・could　find　no　new　clues．　．　Never－

theless，　there　is　still　no　generally　accepted　・opinion　about　the　・date．　This

ean　be　attributed　to　the　fact　that　while　each　scholar　has　identified　his

own　clues，　none’haS　fully　explained　why・　his　clues　made　・it．pbssible　for

him　to　presume　the　date．　ln　view　of　this，　it　is　most　necessary　to　pro一
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